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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第39号

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理規則（平成５年鹿児島県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「男女共同参画局」の次に「，子ども政策局」を加え，「，国体・全国障害

者スポーツ大会局」を削り，「男女共同参画局長」」の次に「，「子ども政策局長」」を加え，

「，「国体・全国障害者スポーツ大会局長」」を削る。

第14条第１項の表部局長の項中「，くらし保健福祉部」を削り，同項中

「
くらし保健福祉部 次長（くらし保 主務課の課長

健福祉部が定め

た担当事務の区

分に応じ，当該

事務を担当する

次長）。ただし，

子育て・高齢者

支援総括監の所

管に属する事項

を除く。

子育て・高齢者 参事（子育て・ 主務課の課長

支援総括監。た 高齢者支援担当）

だし，子育て・ を

高齢者支援総括

監の所管に属す

る事項に限る。

土木部 次長（土木部長 主務課の課長

が定めた担当事

務の区分に応じ，

当該事務を担当

する次長）。た

だし，本港区ま

ちづくり総括監
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の所管に属する

事項を除く。
」

「
土木部 次長（土木部長 主務課の課長

が定めた担当事

務の区分に応じ，

当該事務を担当

する次長）。た に改め

だし，本港区ま

ちづくり総括監

の所管に属する

事項を除く。
」

る。

別表第１の１の項事務の種類の欄中「政令」」の次に「，地方自治法施行令等の一部を改正

する政令（令和６年政令第12号）による改正前の地方自治法施行令を「旧政令」」を加え，同

項第15号中「243の２の２⑪」を「243の２の８⑪」に改め，同項第45号中「政令」を「旧政令」

に改め，同号を同項第48号とし，同項中第44号を第47号とし，第19号から第43号までを３号ず

つ繰り下げ，同項第18号中「243の２の２③④⑧」を「243の２の８③④⑧」に改め，同号を同

項第21号とし，同項第17号の次に次の３号を加える。

 指定公金事務取扱 ○

者の指定並びに公金

事務の委託及びそれ

に係る告示（法243

の２①②）

 指定公金事務取扱 ○

者の名称等の変更の

届出の処理及びそれ

に係る告示（法243

の２③④）

 指定公金事務取扱 ○

者の指定の取消し及

びそれに係る告示

（法243の２の３①

②）

別表第１の22の項事務の種類の欄中「鹿児島県文書規程（昭和60年鹿児島県訓令第10号）を

「文書規程」」を「鹿児島県公文書管理規程（令和６年鹿児島県訓令第２号）を「公文書規

程」」に改め，同項第１号中「文書規定13②④」を「公文書規程17②④」に，

「 「
○ を ○ ○ 所長 に改め，同項第

」 」

「
第２号中「文書規定26②」を「公文書規程31②」に， ○ ○ 所長 を

」

「
○ に改め，同項第３号及び第４号を次のように改める。

」

 関係者以外の者に ○ ○ 所長

対する公文書の閲覧

若しくは謄写又は公

文書を謄写したもの

の交付についての承

認（公文書規程40②）

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23
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 分類基準表及び電 ○ ○ 所長

磁的記録管理表の作

成（公文書規程41②）

別表第１の22の項中第５号を削り，同項第６号中「亡失」を「紛失」に，「文書規程39③」

を「公文書規程45③」に改め，同号を同項第５号とし，同項第７号中「文書規程40②」を「公

文書規程46②」に改め，同号を同項第６号とし，同項第８号中「文書規程41」を「公文書規程

47」に改め，同号を同項第７号とし，同号の次に次の１号を加える。

 公文書ファイル管 ○ ○ 所長

理簿への記載（公文

書規程49①）

別表第１の22の項第９号及び第10号を次のとおり改める。

 保存期間が満了し ○ ○ 所長

たときの措置の設定

（公文書規程50①）

 保存期間が満了し ○ ○ 所長

た公文書ファイル等

の移管又は廃棄の決

定及び報告（公文書

規程51①②）

別表第１の22の項中第22号を第26号とし，第12号から第21号までを４号ずつ繰り下げ，同項

第11号中「文書規程43②③」を「公文書規程53②③」に改め，同号を同項第13号とし，同号の

次に次の２号を加える。

 公文書の管理状況 ○ ○ 所長

に係る点検及び点検

結果の報告（公文書

規程54①）

 公文書の紛失又は ○ ○ 所長

誤廃棄の報告（公文

書規程55①）

別表第１の22の項中第10号の次に次の２号を加える。

 知事に移管する公 ○ ○ 所長

文書ファイル等の利

用制限に係る意見の

提出（公文書規程51

⑤）

 公文書ファイル等 ○ ○ 所長

の保存期間延長の決

定及び報告（公文書

規程52②③）

別表第２の１の表各課共通の項第１号，第８号，第12号及び第16号の備考の欄中「総務部長」

を「総務部長，子ども政策局にあっては保健福祉部長」に改める。

別表第６秘書課（行幸啓室を含む。）の表中「秘書課（行幸啓室を含む。）」を「秘書課」に改

める。

別表第６学事法制課の表中15の項を16の項とし，14の項を15の項とし，13の項を14の項とし，

同表12の項事務の種類の欄中「鹿児島県文書規程を「文書規程」」を「鹿児島県公文書管理規

程を「公文書規程」」に改め，同項第６号中「文書規程13③」を「公文書規程17③」に，同項

第７号中「文書規程22②」を「公文書規程26③」に改め，同項を同表13の項とし，同表中11の

項を12の項とし，10の項を11の項とし，９の項を10の項とし，同表８の項事務の種類の欄中

「鹿児島県文書規程を「文書規程」」を「鹿児島県公文書管理規程（令和６年鹿児島県訓令第

２号）を「公文書規程」」に改め，「鹿児島県公印規程」の次に「（昭和27年鹿児島県訓令甲
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第８号）」を加え，同項第１号中「文書規程26②」を「公文書規程31②」に改め，同項中第２

号を削り，同項第３号中「文書規程38②」を「公文書規程44②」に改め，同号を同項第２号と

し，同項第４号中「文書規程39①」を「公文書規程45①」に改め，同号を同項第３号とし，同

項第５号中「文書規程40②」を「公文書規程46②」に改め，同号を同項第４号とし，同項第６

号中「文書規程41」を「公文書規程47」に改め，同号を同項第５号とし，同号の次に次の１号

を加える。

 公文書ファイル管 ○

理簿の調製及び公表

（公文書規程48①②）

別表第６学事法制課の表８の項中第７号を次のように改める。

 廃棄しようとする ○

公文書ファイル等の

報告（公文書規程51

③）

別表第６学事法制課の表８の項中第８号を削り，第９号を第８号とし，第10号から第14号ま

でを１号ずつ繰り上げ，同項を同表９の項とし，同表中７の項の次に次の１項を加える。

８ 鹿児島  廃棄しよ ○

県公文書 うとする公

等の管理 文書に係る

に関する 意見の付与

条例（令 及び県公文

和５年鹿 書管理委員

児島県条 会の意見の

例第４号。 聴取（条例

以下この ８③）

項中「条  県公文書 ○

例」とい 管理委員会

う。）の施 の意見の実

行に関す 施機関への

る事務 通知（条例

８④）

 公文書の ○

管理状況に

係る報告の

概要の公表

（条例９②）

 特定歴史 ○

公文書の目

録 の 公 表

（条例11④）

 利用請求 ○

者に対する

補正の要求

（条例12②）

 利用請求 ○

に対する決

定及び利用

請求者への

通知（条例

15①②）
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 利用決定 ○

等の期限の

延長に係る

決定及び利

用請求者へ

の通知（条

例16②）

 利用決定 ○

等の期限の

特例に係る

決定及び利

用請求者へ

の通知（条

例17）

 第三者に ○

対する意見

書提出の機

会の付与等

（条例18）

 公文書管 ○

理委員会へ

の諮問及び

諮問をした

旨 の 通 知

（条例22，

34①）

 特定歴史 ○

公文書の廃

棄及びそれ

に係る県公

文書管理委

員会の意見

の聴取（条

例26）

 特定歴史 ○

公文書の保

存及び利用

の状況の概

要 の 公 表

（条例27）

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表６の項第２号中「３③⑤」を

「３③⑥」に，「女性相談センター所長」を「女性相談支援センター所長」に改め，同表に次

の２項を加える。

９ 困難な  困難な問 ○

問題を抱 題を抱える

える女性 女性への支

への支援 援のための

に関する 施策の実施

法律（令 に関する基

和４年法 本的な計画
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律第52号。 の策定（変

以下この 更を含む。）

項中「法」 及 び 公 表

という。） （法８①④）

の施行に  女性相談 ○ 女性相

関する事 支援センタ 談支援

務 ーの業務の センタ

実施（法９ ー所長

③④⑦⑩）

10 困難な  困難な問 ○

問題を抱 題を抱える

える女性 女性への支

への支援 援に関する

に関する 各部間の総

施策の企 合調整

画及び総  困難な問 ○

合調整並 題を抱える

びに実施 女性への支

に関する 援に係る施

事務 策の実施に

関する関係

機関，団体

等との連絡

調整

 困難な問 ○

題を抱える

女性への支

援に必要な

資料の収集

及び調査の

実施

 困難な問 ○ ○ 女性相 課 長

題を抱える 談支援 は，本

女性への支 センタ 庁が実

援に関する ー所長 施する

事業の実施 ものに

限る。

別表第６ＰＲ観光課の表中６の項を削り，７の項を６の項とする。

別表第６環境林務課（地球温暖化対策室を含む。）の表23の項事務の種類の欄中「エネルギー

の使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転

換等に関する法律」に改める。

別表第６廃棄物・リサイクル対策課の表１の項中第99号を第101号とし，第50号から第98号

までを２号ずつ繰り下げ，第49号中「取消し」の次に「（次号に掲げるものを除く。）」を加え，

同号を同項第50号とし，同号の次に次の１号を加える。

 特別管理産業廃棄 ○ ○ 地域振 地域振興

物処理業の許可の取 興局長 局長及び

消し（行政手続法第 支庁 支 庁 長

13条第２項第２号に 長 は，特別

該当するものに限る。 管理産業

（法14の６〔14の３ 廃棄物収
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の２〕） 集運搬業

に係るも

の に 限

る。

別表第６廃棄物・リサイクル対策課の表１の項中第48号を第49号とし，第45号から第47号ま

でを１号ずつ繰り下げ，第44号中「取消し」の次に「（次号に掲げるものを除く。）」を加え，

同号の次に次の１号を加える。

 産業廃棄物処理業 ○ ○ 地域振 地域振興

の許可の取消し（行 興局長 局長及び

政手続法（平成５年 支庁 支 庁 長

法律第88号）第13条 長 は，産業

第２項第２号に該当 廃棄物収

す る も の に 限 集運搬業

る。）（法14の３の２） に係るも

の に 限

る。

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第57号を第72号とし，第41

号から第56号までを15号ずつ繰り下げ，第40号を第50号とし，同号の次に次の５号を加える。

 自然体験活動促進 ○

計画の認定及び計画

の概要の公表又は環

境大臣との協議（法

42の４③④⑤⑥）

 自然体験活動促進 ○

計画の変更の認定及

び公表又は環境大臣

との協議（法42の５

①③〔42の４③④⑤

⑥〕）

 自然体験活動促進 ○

計画に係る軽微な変

更の届出の処理（法

42の５②）

 自然体験活動促進 ○

計画に係る認定の取

消し及び公表（法42

の６①②）

 自然体験活動促進 〇

計画に関する報告の

徴収又は立入検査の

実施（法42の７①）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第25号から第39号までを10

号ずつ繰り下げ，第24号中「23③Ⅶ」を「23③Ⅷ」に改め，同号を同項第34号とし，同項中第

23号を第33号とし，同項第22号中

「
○ ○ 大島支

を
庁長

」

「
○

に改め，同号を同項第32号とし，

」
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同項第21号中

「
○ ○ 大島支

を
庁長

」

「
○

に改め，同号を同項第31号とし，

」

同項第20号中

「
○ ○ 大島支

を
庁長

」

「
○

に改め，同号を同項第30号とし，

」

同項中第19号を第29号とし，同項中第18号を第28号とし，同項第17号中

「
○ ○ 大島支

を
庁長

」

「
○

に改め，同号を同項第26号とし，

」

同号の次に次の１号を加える。

 利用拠点整備改善 ○

計画に関する報告の

徴収又は立入検査の

実施（法17②）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第16号を同項第21号とし，

同号の次に次の４号を加える。

 利用拠点整備改善 ○

計画の認定及び計画

の概要の公表又は環

境大臣との協議（法

16の７③④〔16の３

④⑤⑥〕）

 利用拠点整備改善 ○

計画の変更の認定及

び公表又は環境大臣

との協議（法16の７

③④〔16の４①③〕）

 利用拠点整備改善 ○

計画に係る軽微な変

更の届出の処理（法

16の ７ ③ 〔 16の ４

②〕）

 利用拠点整備改善 ○

計画に係る認定の取

消し及び公表（法16

の７③〔16の５①

②〕）
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別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第15号を第20号とし，同項

第10号から14号までを５号ずつ繰り下げ，第９号を第13号とし，同号の次に次の１号を加える。

 国定公園事業者の ○

事業の譲渡による地

位の承継の承認（法

16④〔12①〕）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第８号を第12号とし，第７

号を第11号とし，第６号を第10号とし，第５号を第７号とし，同号の次に次の２号を加える。

 公園事業の決定又 ○

は変更についての協

議会による提案の受

理（法９の２③〔法

９の２①〕）

 公園事業の決定又 ○

は変更を不要と判断

した旨及び理由の通

知（法９の２③〔法

９の２②〕）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表３の項中第４号の次に次の２号を加

える。

 公園計画の変更に ○

係る環境大臣に対す

る申出についての協

議会による提案の受

理（法８の２③）

 公園計画の変更に ○

係る環境大臣に対す

る申出を不要と判断

した旨及び理由の通

知（法８の２④）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表４の項事務の種類の欄中「，県立自

然公園条例施行規則（昭和33年鹿児島県規則第112号）を「規則」」を削り，同項中第40号を

第53号とし，第32号から第39号までを13号ずつ繰り下げ，第31号を第39号とし，同号の次に次

の５号を加える。

 自然体験活動促進 ○

計画の認定及び計画

の概要の公表（条例

28の３③④⑤）

 自然体験活動促進 ○

計画の変更の認定及

び公表（条例28の４

①③）

 自然体験活動促進 ○

計画に係る軽微な変

更の届出の処理（法

28の４②）

 自然体験活動促進 ○

計画に係る認定の取

消し及び公表（条例

28の５①②）
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 自然体験活動促進 ○

計画に関する報告の

徴収，立入検査等の

実施（条例28の６①）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表４の項中第30号を第38号とし，第16

号から第29号までを８号ずつ繰り下げ，第15号を第22号とし，同号の次に次の１号を加える。

 利用拠点整備改善 ○

計画に関する報告の

徴収，立入検査等の

実施（条例14②）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表４の項中第14号を第17号とし，同号

の次に次の４号を加える。

 利用拠点整備改善 ○

計画の認定及び計画

の概要の公表（条例

13の３④⑤⑥）

 利用拠点整備改善 ○

計画の変更の認定及

び公表（条例13の４

①③）

 利用拠点整備改善 ○

計画に係る軽微な変

更の届出の処理（条

例13の４②）

 利用拠点整備改善 ○

計画に係る認定の取

消し及び公表（条例

13の５①②）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表４の項中第13号を第16号とし，第10

号から第12号までを３号ずつ繰り下げ，同項第９号中「10②」を「10③」に改め，同号を第12

号とし，同項第８号中「10①」を「10②」に改め，同号を第11号とし，同項第７号を第９号と

し，同号の次に次の１号を加える。

 公園事業者の事業 ○

の譲渡による地位の

承継の承認（条例10

①）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産室を含む。）の表４の項中第６号を第８号とし，第３

号から第５号までを２号ずつ繰り下げ，第２号の次に次の２号を加える。

 公園計画の変更に ○

ついての協議会によ

る提案の受理（条例

６の２①）

 公園計画の変更を ○

不要と判断した旨及

び理由の通知（条例

６の２②）

別表第６国民健康保険課の表２の項第32号中「82の２①⑦」を「82の２①⑧」に改め，同項

第33号中「82の２⑥」を「82の２⑦」に改め，同項第34号中「82の２⑨」を「82の２⑩」に改

め，同項中第77号及び第78号を削り，第79号を第77号とし，第80号を第78号とする。

別表第６健康増進課の表中６の項から９の項までを削り，10の項を６の項とし，同表11の項
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第１号を次のように改める。

 特定医療費の支給 ○ ○ 保健所

（法５①） 長

別表第６健康増進課の表11の項第27号中

「
○

を

」

「
○ ○ 難病相

談・支

援セン に改め，同号を同項第28号とし，

ター所

長
」

同項中第26号を第27号とし，第18号から第25号までを１号ずつ繰り下げ，第17号の次に次の１

号を加える。

 指定難病要支援者 ○ 難病相

証明事業の実施（法 談・支

28②） 援セン

ター所

長

別表第６健康増進課の表中11の項を７の項とし，12の項から15の項までを４項ずつ繰り上げ，

同表に次の１項を加える。

12 健康寿 県循環器病 ○

命の延伸 対策推進計画

等を図る の策定及び変

ための脳 更（法11①④）

卒中，心

臓病その

他の循環

器病に係

る対策に

関する基

本法（平

成30年法

律 第 105

号。以下

この項中

「法」と

いう。）の

施行に関

する事務

別表第６健康増進課の表の次に次の１表を加える。

感染症対策課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補
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事 長 長 佐 長 長 長

１ 感染症  予防計画 ○

の予防及 の策定及び

び感染症 変更（法10

の患者に ①④）

対する医  連携協議 ○

療に関す 会に関する

る 法 律 事務（法10

（平成10 の２①②）

年法律第  患者が管 ○

114号 ） 轄区域外居

の施行に 住者の場合

関する事 における居

務 住地を管轄

この項 する都道府

中感染症 県知事への

の予防及 通報（法12

び感染症 ③）

の患者に  感染動物 ○

対する医 が管轄区域

療に関す 外で飼育さ

る法律を れていた場

「法」， 合における

感染症予 飼育されて

防及び感 いたところ

染症の患 を管轄する

者に対す 都道府県知

る医療に 事への通報

関する法 （法13④）

律施行規  指定届出 ○

則（平成 機関の指定

10年厚生 又は指定の

省令第99 取消し（法

号 ） を 14①⑥）

「省令」  指定提出 ○

という。 機関の指定

又は指定の

取消し（法

14の２①⑦）

 患者等に ○ 保健所

対する質問 長

又 は 調 査

（法15①③）

 患者等に ○ 保健所

対する質問 長

又は調査に

応ずべき旨

の命令（法

15⑧）

 感染症の ○
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発生の状況，

動向及び原

因の調査の

ための他の

都道府県知

事又は厚生

労働大臣へ

の協力依頼

（法15⑯）

 検疫所長 ○ 保健所

からの通知 長

に基づく関

係者に対す

る質問又は

調査（法15

の２①，15

の３①②）

 質問又は ○

調査結果の

厚生労働大

臣への報告

（法15の２

②，15の３

②③）

 感染症に ○ ○ 環境保 環境保

関する情報 健セン 健セン

の公表（法 ター所 ター所

16①） 長 長は，

感染症

発生動

向調査

事業実

施要綱

（平成

11年３

月19日

付け健

医発第

4 5 8号

厚生省

保健医

療局長

通知）

に基づ

く事務

に 限

る。

 新型イン ○

フルエンザ

等感染症等
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に係る発生

等の公表期

間における

情報の公表

のための市

町村への協

力依頼及び

情 報 提 供

（法16②③）

 医師，医 ○ 保健所

療機関その 長

他の医療関

係者等への

協力依頼及

び勧告並び

にその勧告

に従わなか

った旨の公

表（法16の

２）

 検体の採 ○ 保健所

取等に関す 長

る勧告又は

措置（法16

の３①③）

 検査等の ○

実施のため

の他の都道

府県知事又

は厚生労働

大臣への協

力依頼（法

16の３⑩，

26の３⑧，

26の４⑧）

 患者に対 ○ 保健所

する健康診 長

断の勧告又

は措置（法

17）

 患者に対 ○ 保健所

する就業制 長

限（法18①）

 患者又は ○ 保健所

その保護者 長

に対する届

出内容等の

通知（法18

①）

 患者等か ○ 保健所



- 15 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

らの求めが 長

あった場合

における病

原体を保有

しているか

どうかの確

認（法18④，

22④）

 就業制限 ○ 保健所

に関する感 長

染症の診査

に関する協

議会への諮

問又は報告

（法18⑤⑥）

 患者に対 ○ 保健所

する入院の 長

勧告又は措

置 (法 19①

②③⑤)

 入院に関 ○ 保健所

する感染症 長

の診査に関

する協議会

へ の 報 告

（法19⑦）

 患者に対 ○ 保健所

する入院延 長

長の勧告又

は措置（法

20①②③④

⑥）

 入院延長 ○ 保健所

に関する感 長

染症の診査

に関する協

議会への諮

問（法20⑤）

 患者の移 ○ 保健所

送（法21） 長

 患者の退 ○ 保健所

院（法22①） 長

 苦情の申 ○ 保健所

出者への通 長

知（法24の

２③）

 入院患者 ○

等からの審

査請求の厚

生労働大臣
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へ の 移 送

（法25④）

 検体等の ○ 保健所

収去及び採 長

取に関する

命令又は措

置（法26の

３①③，26

の４①③）

 消毒の命 ○ 保健所

令又は指示 長

（法27）

 ねずみ族， ○ 保健所

昆虫等の駆 長

除の命令又

は指示（法

28）

 物件に係 ○ 保健所

る命令又は 長

指示（法29）

 死体の移 ○ 保健所

動制限等の 長

指示又は埋

葬 の 許 可

（法30）

 生活の用 ○

に供される

水の使用制

限等の命令

（法31①）

 市町村に ○

対する生活

の用に供さ

れる水の供

給 の 指 示

（法31②）

 建物への ○

立入り制限

等 の 指 示

（法32）

 交通の制 ○

限又は遮断

の指示（法

33）

 汚染され ○ 保健所

た場所等へ 長

の立入検査

の実施（法

35①）

 医療の提 ○
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供の義務に

係る公的医

療機関等の

管理者に対

する通知及

び公表（法

36の２①③）

 医療措置 ○

協定の締結

及 び 公 表

（法36の３

①⑤）

 医療の提 ○

供の義務に

係る公的医

療機関等の

管理者に対

する通知及

び医療措置

協定に基づ

く措置に係

る勧告，指

示及び公表

（法36の４）

 検査等措 ○

置協定の締

結及び公表

（法36の６

①②）

 検査等措 ○

置協定に基

づく措置に

係る勧告，

指示及び公

表（法36の

７）

 感染症指 ○

定医療機関

に対する流

行初期医療

確保措置に

係る事務及

び診療報酬

の支払に関

する事務の

委託の決定

（法36の９

②，40⑥）

 対象医療 ○

機関に支払
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う流行初期

医療確保措

置に要する

費用及び事

務の執行に

要する費用

の額の決定

（法36の11）

 対象医療 ○

機関に対す

る流行初期

医療の確保

に要する費

用の返還命

令（法36の

24①）

 入院患者 ○ 保健所

の医療費の 長

負担の決定

（法37①②

③）

 結核患者 ○ 保健所

の医療費の 長

負担の決定

及びそれに

関する感染

症の診査に

関する協議

会への諮問

（法37の２

①③）

 感染症指 ○ ○ 保健所 保健所

定医療機関 長 長は，

の指定，指 結核指

導及び指定 定医療

の 取 消 し 機関に

（法38②⑤ 係る事

⑥⑦⑧⑨⑪） 務に限

る。

 感染症指 ○

定医療機関

に支払う診

療報酬の額

の決定及び

それに係る

意見の聴取

（法40③⑤）

 感染症の ○

患者が，緊

急やむを得



- 19 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

ない理由に

より，感染

症指定医療

機関以外の

病院等に入

院した場合

等の医療に

要した費用

の支給の決

定（法42①

③）

 感染症指 ○ 保健所

定医療機関 長

の管理者か

らの報告の

徴収及び診

療録その他

の帳簿書類

の検査の実

施（法43①）

 感染症指 ○

定医療機関

に対する診

療報酬の支

払の一時差

止め（法43

②）

 感染を防 ○

止するため

の新型イン

フルエンザ

等感染症及

び新感染症

の疑いがあ

る者等への

報告又は協

力依頼（法

44の３①②，

50の２①②）

 第２種協 ○

定指定医療

機関等に対

する健康観

察等の委託

の決定（法

44の３④⑤，

50の２④）

 健康観察 ○

等に係る市

町村への協
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力依頼及び

情 報 提 供

（法44の３

⑨⑩，50の

２④）

 新型イン ○ 保健所

フルエンザ 長

等感染症及

び新感染症

外出自粛対

象者の医療

費の負担の

決定（法44

の３の２①

②〔37②〕，

50の３①②

〔37②〕）

 新型イン ○

フルエンザ

等感染症及

び新感染症

外出自粛対

象者が，緊

急やむを得

ない理由に

より，第２

種協定指定

医療機関以

外の病院等

で医療を受

けた場合等

の医療に要

した費用の

支給の決定

（法44の３

の３①，50

の４①）

 医療人材 ○

の確保につ

いての他の

都道府県知

事に対する

応援の依頼

（法44の４

の２①，51

の２①）

 新感染症 ○ ○ 保健所 部 長

に係る検体 長 は，本

の採取等の 庁が実

勧告又は措 施する
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置（法44の ものに

11①③） 限る。

 新感染症 ○

に係る検査

実施のため

の他の都道

府県知事又

は厚生労働

大臣への協

力依頼（法

44の11⑧）

 新感染症 ○ ○ 保健所 部 長

に係る健康 長 は，本

診断の勧告 庁が実

又 は 措 置 施する

（法45①②） ものに

限る。

 新感染症 ○ ○ 保健所 部 長

の所見があ 長 は，本

る者への入 庁が実

院の勧告， 施する

措置又は入 ものに

院延長の措 限る。

置（法46①

②③④）

 新感染症 ○ ○ 保健所 部 長

の所見があ 長 は，本

る者の移送 庁が実

（法47） 施する

ものに

限る。

 新感染症 ○ ○ 保健所 部 長

の所見があ 長 は，本

る者の退院 庁が実

（法48①） 施する

ものに

限る。

 新感染症 ○

の発生の予

防及びまん

延防止の措

置の命令又

は指示（法

50①）

 新感染症 ○

の発生の予

防及びまん

延の防止の

ための交通

の制限又は
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遮断の指示

（法50①）

 保健所を ○

設置する市

の定期の健

康診断につ

いての指示

（法53の２

③）

 結核患者 ○ 保健所

の届出の通 長

知（法53の

10）

 感染症の ○

発生予防及

びまん延防

止のための

総合調整又

は指示（法

63の３①，

63の４）

 患者票の ○ 保健所

交付及びそ 長

の返納の処

理（省令20

の３③⑥）

 医療を受 ○ 保健所

ける病院又 長

は診療所を

変更した場

合の届出の

処理（省令

20の３⑤）

２ 予防接  鹿児島市 ○

種法（昭 に対する定

和23年法 期の予防接

律第68号） 種 の 指 示

の施行に （法５）

関する事  臨時の予 ○

務 防接種の実

この項 施及びそれ

中予防接 に係る告示

種 法 を 並びに市町

「法」， 村長に対す

予防接種 る実施の指

法施行細 示（法６，

則（昭和 規則５）

33年鹿児  予防接種 ○

島県規則 施行計画の

第59号） 策定（規則
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を「規則」 １）

という。

３ 新型イ  指定地方 ○

ンフルエ 公共機関の

ンザ等対 指定（法２

策特別措 Ⅷ）

置法（平  都道府県 ○

成24年法 行動計画の

律第31号。 作成及び変

以下この 更（法７①

項中「法」 ⑨）

という。）  市町村行 ○

の施行に 動計画の作

関する事 成又は変更

務 に係る市町

村長からの

報告の受理

及びそれに

係る助言又

は勧告（法

８⑤⑧）

 新型イン ○

フルエンザ

等対策に関

する業務計

画の作成の

報告の受理

及びそれに

係 る 助 言

（法９③）

 県新型イ ○

ンフルエン

ザ等対策本

部 の 設 置

（法22①）

 市町村長 ○

が実施すべ

き特定新型

インフルエ

ンザ等対策

の全部又は

一部の代行

及びその旨

の公示（法

26の２②③）

 特定新型 ○

インフルエ

ンザ等対策

の実施につ

いての他の
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都道府県知

事に対する

応援の要求

（法26の３

①）

 特定新型 ○

インフルエ

ンザ等対策

の実施につ

いての指定

行政機関の

長等に対す

る職員の派

遣 の 要 請

（法26の６

①）

 患者等に ○

対する医療

の提供，検

体採取又は

予防接種等

の実施に係

る医療関係

者への要請

及 び 指 示

（法31①②

③④）

 検体採取 ○

又は注射行

為に係る歯

科医師への

要請（法31

の２①）

 注射行為 ○

に係る診療

放射線技師

等への要請

（法31の３

①）

 臨時の医 ○

療施設にお

ける医療の

提供（法31

の４①）

 臨時の医 ○

療施設にお

ける医療の

提供の実施

に関する事

務の一部を
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市町村長が

行うことと

することの

決定（法31

の４②）

 臨時の医 ○

療施設の開

設のための

土地等の使

用（法31の

５，49）

 新型イン ○

フルエンザ

等のまん延

防止のため

の措置を要

する業態の

事業を行う

者に対する

重点区域に

おける当該

措置の要請

及び命令並

びにその旨

の公表（法

31の８①③

⑤）

 重点区域 ○

の住民に対

する新型イ

ンフルエン

ザ等の感染

防止のため

の協力要請

（法31の８

②）

 重点区域 ○

における新

型インフル

エンザ等の

まん延の防

止のための

協力要請等

に係る学識

経験者への

意見の聴取

（法31の８

④）

 住民に対 ○

する感染防
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止のための

協 力 要 請

（法45①）

 施設管理 ○

者等に対す

る感染防止

のための措

置の要請及

び命令並び

にその旨の

公表（法45

②③⑤）

 感染防止 ○

のための協

力要請等に

係る学識経

験者への意

見 の 聴 取

（法45④）

 指定行政 ○

機関の長等

に対する物

資又は資材

の供給のた

めの措置の

要請（法50）

 指定公共 ○

機関等に対

する緊急物

資等の運送

等の要請及

び指示（法

54）

 特定物資 ○

の所有者に

対する売渡

しの要請及

び収用（法

55①②）

 特定物資 ○

の生産等を

業とする者

に対する保

管命令（法

55③）

 指定行政 ○

機関等の長

に対する特

定物資の売

渡し等の措
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置 の 要 請

（法55④）

 埋葬又は ○

火葬の実施

に関する事

務の一部を

特定市町村

長が行うこ

ととするこ

と の 決 定

（法56③）

 新型イン ○

フルエンザ

等のまん延

防止等の措

置の実施に

ついての営

業所等への

立入検査の

実施（法72

①②）

４ 地域保 地域保健対 ○

健法（昭 策業務に係る

和22年法 業務支援員へ

律 第 101 の従事又は助

号。以下 言の要請（法

この項中 21①）

「法」と

いう。）の

施行に関

する事務

５ 地方病  予防対策 ○

の予防に 事業計画の

関する事 策定

務  予防対策 ○

事業の実施

別表第６新型コロナウイルス感染症感染防止対策課の表及び新型コロナウイルス感染症療養

調整課の表を削る。

別表第６生活衛生課の表12の項事務の種類の欄中「法」」の次に「，生活衛生関係営業等の

事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第52号）を「改正法」」を加え，同項中第24号を第25号とし，第８号から第23号までを１

号ずつ繰り下げ，第７号の次に次の１号を加える。

 事業譲渡に係る開 ○ 保健所

設者からの報告の徴 長

収（改正法附則５②）

別表第６生活衛生課の表13の項事務の種類の欄中「法」」の次に「，生活衛生関係営業等の

事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第52号）を「改正法」」を加え，同項中第24号を第25号とし，第８号から第23号までを１

号ずつ繰り下げ，第７号の次に次の１号を加える。

 事業譲渡に係る開 ○ 保健所
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設者からの報告の徴 長

収（改正法附則９②）

別表第６生活衛生課の表17の項事務の種類の欄中「法」」の次に「，生活衛生関係営業等の

事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第52号）を「改正法」」を加え，同項中第16号を第17号とし，第12号から第15号までを１

号ずつ繰り下げ，第11号の次に次の１号を加える。

 事業譲渡に係る営 ○ 保健所

業者からの報告の徴 長

収（改正法附則８②）

別表第６薬務課の表の次に次の３表を加える。

子ども政策課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ こども こども計画 ○

基 本 法 の策定（変更

（令和４ を含む。）及び

年法律第 公表（法10①

77号。以 ③）

下この項

中「法」

という。）

の施行に

関する事

務

２ 子ども  子ども政 ○

政策の企 策に関する

画及び総 各部局間の

合調整に 総合調整

関する事  子ども政 ○

務 策の実施に

関する関係

機関，団体

等との連絡

調整

 子ども政 ○

策に必要な

資料の収集

及び調査の

実施

３ 社会福 国及び県以 ○

祉法（昭 外の者からの

和26年法 第二種社会福

律第45号。 祉事業の開始

以下この 等の届出の処
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項中「法」 理（法69）

という。）

の施行に

関する事

務

４ 児童福  市町村の ○

祉法（昭 児童福祉施

和22年法 設（以下こ

律 第 164 の項中「施

号）の施 設 」 と い

行に関す う。）の設置

る事務 の届出の処

この項 理（法35③）

中児童福  国，県及 ○

祉 法 を び市町村以

「法」， 外の者（以

児童福祉 下この項中

法施行令 「国等以外

（昭和23 の者」とい

年政令第 う。）の施設

74号）を の設置の認

「政令」， 可及びその

児童福祉 取消し（法

法施行規 35④，58①）

則（昭和  国等以外 ○

23年厚生 の者の施設

省令第11 の変更の届

号 ） を 出 の 処 理

「省令」 （省令37⑤

という。 ⑥）

 市町村の ○

施設の廃止

又は休止の

届出の処理

（法35⑪）

 国等以外 ○

の者の施設

の廃止又は

休止の承認

（法35⑫，

省令38②③）

 施設の長 ○ ○ 地域振 課 長

等に対する 興局長 は，本

報告の要求 支庁 庁が実

及び立入検 長 施する

査等の実施 ものに

（法46①） 限る。

 設備等が ○ ○ 地域振 部 長

条例で定め 興局長 は，本

る基準に達 支庁 庁が実
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しない場合 長 施する

の施設の設 ものに

置者に対す 限る。

る改善の勧

告及び命令

（法46③）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合

等の施設の

設置者に対

する事業の

停止命令に

係 る 諮 問

（法46④）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合

等の施設の

設置者に対

する事業の

停 止 命 令

（法46④）

 国以外の ○ 地域振

者の設置す 興局長

る施設の実 支庁

地検査の実 長

施（政令38）

 施設の設 ○

置者に対す

る補助金の

返還命令等

（法56の３，

56の５〔社

会福祉法58

③ ④ 〔 56

⑨〕〕）

５ 児童手 内閣総理大 ○

当法（昭 臣に対する児

和46年法 童手当の支給

律第73号。 状況の報告等

以下この （法29）

項中「法」

という。）

の施行に

関する事

務

６ 鹿児島  適合証の ○
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県福祉の 交付の請求

まちづく の受理，適

り 条 例 合証の交付

（平成11 及び返還の

年鹿児島 処理（条例

県条例第 19，規則５）

11号）に  整備基準 ○

基づく児 への適合状

童遊園に 況の調査の

関する事 実施（条例

務 23）

この項

中鹿児島

県福祉の

まちづく

り条例を

「条例」，

鹿児島県

福祉のま

ちづくり

条例施行

規則（平

成11年鹿

児島県規

則第76号）

を「規則」

という。

７ 次世代  県行動計 ○

育成支援 画の策定又

対策推進 は変更（法

法（平成 ９①）

15年法律  県行動計 ○

第120号。 画（変更を

以下この 含む。）の公

項中「法」 表等（法９

という。） ⑤）

の施行に  県行動計 ○

関する事 画に基づく

務 措置の実施

の状況の公

表（法９⑥）

 市町村行 ○ ○ 地域振 課 長

動計画策定 興局長 は，本

等について 支庁 庁が実

の技術的助 長 施する

言等（法10 ものに

①） 限る。

８ 子ども  市町村子 ○

・子育て ども・子育

支 援 法 て支援事業
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（平成24 計画の策定

年法律第 又は変更に

65号。以 係る市町村

下この項 との協議等

中「法」 （法61⑨⑩）

という。）  県子ども ○

の施行に ・子育て支

関する事 援事業支援

務 計画の策定

又は変更及

びそれらに

係る意見の

聴取（法62

①⑤）

 県子ども ○

・子育て支

援事業支援

計画を定め，

又は変更し

たときの内

閣総理大臣

へ の 提 出

（法62⑥）

 市町村子 ○

ども・子育

て支援事業

計画の策定

等について

の技術的助

言等（法63

①）

子育て支援課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 社会福  社会福祉 ○

祉法（昭 関係法の施

和26年法 行事務に関

律第45号） する指導監

の施行に 督，計画の

関する事 樹立（法20）

務  社会福祉 ○

この項 関係法の施

中社会福 行事務に従

祉 法 を 事する職員



- 33 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

「法」， の訓練の実

社会福祉 施（法21）

法人に対  社会福祉 ○

する助成 法人の設立，

の手続に 解散及び合

関する条 併 の 認 可

例（昭和 （法31①，

38年鹿児 46②，50③，

島県条例 54の６②）

第58号）  社会福祉 ○

を「条例」 法人の定款

という。 変更の認可

（法45の36

②〔32〕）

 社会福祉 ○

法人等から

の届出の処

理（法45の

36④，46③，

46の６④⑤，

47の５，59，

62①，63①，

64，67①，

68）

 社会福祉 ○

法人の社会

福祉充実計

画の承認，

変更承認，

軽微な変更

の届出の処

理及び終了

承認（法55

の２①，55

の３①②，

55の４）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

法人からの 興局長 は，本

報告の徴収 支庁 庁が実

及び検査の 長 施する

実施（法56 ものに

①） 限る。

 社会福祉 ○

法人に対す

る改善勧告

及び勧告に

従わなかっ

た場合の公

表（法56④

⑤）
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 社会福祉 ○

法人に対す

る改善勧告

に係る措置

命令（法56

⑥）

 社会福祉 ○

法人に対す

る業務の停

止命令及び

役員解職の

勧告（法56

⑦）

 社会福祉 ○

法人に対す

る解散命令

（法56⑧）

 社会福祉 ○

法人に対す

る公益事業

又は収益事

業の停止命

令（法57）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する報告の

要求及び予

算変更の勧

告（法58②

ⅠⅡ）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する役員解

職の勧告等

（法58②Ⅲ

④〔56⑨〕）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する補助金

等の返還命

令等（法58

③ ④ 〔 56

⑨〕，条例

３）

 国及び県 ○

以外の者か

らの第二種
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社会福祉事

業の開始等

の届出の処

理（法69）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

事業を経営 興局長 は，本

する者に対 支庁 庁が実

する報告の 長 施する

要求並びに ものに

検査及び調 限る。

査 の 実 施

（法70）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 部 長

事業を経営 興局長 は，本

する者に対 支庁 庁が実

する施設の 長 施する

改 善 命 令 ものに

（法71） 限る。

 社会福祉 ○

事業を経営

する者に対

する社会福

祉事業の経

営の制限，

停止命令又

は許可若し

くは認可の

取消し（法

72）

 社会福祉 ○

連携推進認

定並びにそ

の通知及び

公 示 （ 法

127①，129）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の定款の

変更の認可

及び変更の

届出の処理

（ 法 139①

③）

 社会福祉 ○

連携推進方

針の変更の

認 定 （ 法

140）

 社会福祉 ○

連携推進法
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人からの届

出 の 処 理

（ 法 1 4 1

〔46③，46

の６④⑤，

47の５〕，

144〔59〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の代表理

事の選定及

び解職の認

可（法142）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

連携推進法 興局長 は，本

人からの報 支庁 庁が実

告の徴収及 長 施する

び検査の実 ものに

施（法 144 限る。

〔56①〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

改善勧告及

び勧告に従

わなかった

場合の公表

（ 法 1 4 4

〔56④⑤〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

改善勧告に

係る措置命

令（法 144

〔56⑥〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

業務の停止

命令及び役

員解職の勧

告（法 144

〔56⑦〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の社会福

祉連携推進

認定の取消

し及びその
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公示並びに

当該社会福

祉連携推進

法人の名称

変更の登記

の嘱託（法

145① ② ③

⑤〔公益社

団法人及び

公益財団法

人の認定等

に関する法

律（平成18

年法律第49

号 ） 29⑥

⑦〕）

 認定取消 ○

法人に対す

る社会福祉

連携推進目

的取得財産

残額及び当

該社会福祉

連携推進目

的取得財産

残額又はそ

の一部に相

当する額の

金銭の贈与

に係る契約

成立の通知

（法146④）

 独立行政 ○

法人福祉医

療機構貸付

金の借入申

込書に係る

意見の決定

（独立行政

法人福祉医

療機構業務

方法書21）

２ 児童福  指定保育 ○

祉法（昭 士養成施設

和22年法 の指定及び

律 第 164 その取消し

号）の施 （法18の６，

行に関す 政令５⑥）

る事務  指定保育 ○

この項 士養成施設
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中児童福 の指定に係

祉 法 を る変更の承

「法」， 認及び届出

児童福祉 の処理（政

法施行令 令５③④）

（昭和23  指定保育 ○

年政令第 士養成施設

74号）を の長に対す

「政令」， る報告の要

児童福祉 求並びに指

法施行規 導及び検査

則（昭和 の実施並び

23年厚生 に当該長か

省令第11 らの報告の

号 ） を 処理（法18

「省令」， の７，政令

児童福祉 ５⑤）

法施行細  保育士試 ○

則（昭和 験 の 実 施

36年鹿児 （法18の８

島県規則 ②）

第39号）  保育士試 ○

を「規則」 験の受験科

という。 目の一部免

除（省令６

の11）

 保育士試 ○

験の合格又

は一部合格

の通知（省

令６の13）

 不正受験 ○

者に対する

処分及び指

定試験機関

へ の 通 知

（省令６の

14，６の27）

 保育士試 ○

験の指定試

験機関の指

定及び試験

事務の委託

（法18の９

①）

 指定試験 ○

機関役員の

選任及び解

任 の 認 可

（法18の10
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①）

 指定試験 ○

機関役員の

解 任 命 令

（法18の10

②）

 試験委員 ○

の選任及び

解任の認可

（法18の11

②〔18の10

①〕）

 試験委員 ○

の解任命令

（法18の11

②〔18の10

②〕）

 指定試験 ○

機関の試験

事務規程の

認可（変更

の認可を含

む。）及び変

更命令（法

18の13）

 指定試験 ○

機関の事業

計画及び収

支予算の認

可（変更の

認 可 を 含

む。）（法18

の14）

 指定試験 ○

機関の試験

事務に関す

る監督上必

要 な 命 令

（法18の15）

 指定試験 ○

機関への報

告の要求，

立入検査等

の実施（法

18の16①）

 指定試験 ○

機関の試験

事務の休止

及び廃止の

許可（政令
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11）

 指定試験 ○

機関の指定

取消し及び

試験事務の

停 止 命 令

（政令12）

 試験事務 ○

の全部又は

一部の実施

（政令14）

 指定試験 ○

機関又は試

験事務に係

る公示（政

令15）

 保育士の ○

登録及び保

育士登録証

の交付（法

18の18）

 保育士の ○

登録の取消

し及び名称

の使用停止

（法18の19）

 保育士の ○

登録の消除

（法18の20）

 保育士登 ○

録証の書換

え交付，再

交付及び返

納 の 処 理

（政令17，

18，19）

 登録の取 ○

消しを適当

と認める保

育士に係る

関係都道府

県への通知

（政令20）

 保育士登 ○

録簿の訂正

等（省令６

の36）

 療育の給 ○ 保健所

付 の 決 定 長

（法20①）
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 指定療育 ○ 保健所

機関に対す 長

る療育の給

付の委託の

決定（法20

④，規則14）

 指定療育 ○

機関の指定

及び取消し

（法20⑤⑧）

 指定療育 ○

機関の診療

報酬の額の

決定及びそ

れに係る意

見 の 聴 取

（法21の２

〔19の20①

③〕）

 指定療育 ○

機関の診療

報酬請求に

ついての管

理者からの

報告の徴収

及び実地検

査 の 実 施

（法21の３

①）

 指定療育 ○

機関に対す

る診療報酬

の支払の差

止め（法21

の３②）

 一時預か ○

り事業に係

る届出の処

理（法34の

12）

 一時預か ○

り事業を行

う者に対す

る報告の要

求，立入検

査等の実施

（法34の14

①）

 一時預か ○

り事業を行
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う者に対す

る措置命令

（法34の14

③）

 一時預か ○

り事業を行

う者に対す

る事業の制

限又は停止

命令（法34

の14④）

 病児保育 ○

事業に係る

届出の処理

（法34の18）

 病児保育 ○

事業を行う

者に対する

報告の要求

及び立入検

査等の実施

（法34の18

の２①）

 病児保育 ○

事業を行う

者に対する

事業の制限

又は停止命

令（法34の

18の２③）

 市町村の ○

児童福祉施

設（以下こ

の項中「施

設 」 と い

う。）の設置

の届出の処

理（法35③）

 国，県及 ○

び市町村以

外の者（以

下この項中

「国等以外

の者」とい

う。）の施設

の設置の認

可及びその

取消し（法

35④，58①）

 国等以外 ○
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の者の施設

の設置の認

可に係る県

児童福祉審

議会の意見

の聴取（法

35⑥）

 国等以外 ○

の者の施設

の設置の認

可に係る市

町村長との

協議（法35

⑦）

 国等以外 ○

の者の施設

の設置の認

可をしない

場合の通知

（法35⑨）

 市町村の ○

施設の変更

の届出の処

理（省令37

④⑤）

 国等以外 ○

の者の施設

の変更の届

出 の 処 理

（省令37⑤

⑥）

 市町村の ○

施設の廃止

又は休止の

届出の処理

（法35⑪）

 国等以外 ○

の者の施設

の廃止又は

休止の承認

（法35⑫，

省令38②③）

 施設の長 ○ ○ 地域振 課 長

等に対する 興局長 は，本

報告の要求 支庁 庁が実

及び立入検 長 施する

査等の実施 ものに

（法46①） 限る。

 設備等が ○ ○ 地域振 部 長

条例で定め 興局長 は，本
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る基準に達 支庁 庁が実

しない場合 長 施する

の施設の設 ものに

置者に対す 限る。

る改善の勧

告及び命令

（法46③）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合

等の施設の

設置者に対

する事業の

停止命令に

係 る 諮 問

（法46④）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合

等の施設の

設置者に対

する事業の

停 止 命 令

（法46④）

 国以外の ○ 地域振

者の設置す 興局長

る施設の実 支庁

地検査の実 長

施（政令38）

 療育の給 ○ 保健所

付に要する 長

費用につい

ての本人又

はその扶養

義務者の自

己負担金の

額の決定等

（法56②，

規則43）

 療育券の ○ 保健所

交付（省令 長

10②）

 指定療育 ○

機関に対す

る証明書等

の交付要求

（指定療育

機関医療担
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当規程（昭

和34年厚生

省 告 示 第

260号）８）

 指定療育 ○

機関からの

不正行為の

事実等に係

る通知の処

理（指定療

育機関医療

担当規程11）

 療育券の ○

交付を受け

た者からの

届出の処理

（規則５）

 指定療育 ○

機関からの

提出に係る

証明書の処

理（規則６）

 療育の内 ○ 保健所

容変更の承 長

認（規則７）

 自己負担 ○ 保健所

金の減免又 長

は納入延期

の決定（規

則46①，47

①）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の指定及び

指定の更新

（法６の２

②，19の10

①）

 小児慢性 ○

特定疾病医

療費の支給

（法19の２

①）

 支給認定 ○

のための診

断をする医

師（以下こ

の項中「指

定医」とい



- 46 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

う。）の指定

及び指定の

更新（法19

の３①，省

令７の12）

 小児慢性 ○ 保健所

特定疾病医 長

療費を支給

する旨の認

定（以下こ

の項中「医

療費支給認

定 」 と い

う。），指定

医療機関の

選定及び医

療受給者証

の交付（法

19の３③⑤

⑦，省令７

の20）

 医療費支 ○

給認定をし

ないことに

関する審査

の請求（法

19の３④）

 小児慢性 ○

特定疾病医

療支援に要

した費用の

支払（法19

の３⑩）

 小児慢性 ○

特定疾病審

査会の委員

の任命（法

19の４②）

 医療費支 ○ 保健所

給認定の変 長

更 の 認 定

（法19の５

②）

 医療費支 ○ 保健所

給認定の取 長

消し等（法

19の６）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関
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に対する小

児慢性特定

疾病医療支

援の実施に

関する指導

（法19の13）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の指定に係

る変更の届

出 の 処 理

（法19の14）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の指定辞退

の処理（法

19の15）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

等に対する

小児慢性特

定疾病医療

支援の実施

に関する報

告及び帳簿

書類等の提

出等の命令

並びに検査

等 の 実 施

（法19の16

①）

 小児慢性 ○

特定疾病医

療費の支払

の一時差止

め（法19の

16④）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の開設者に

対する規定

遵守の勧告

及び公表並

びに勧告に

係る措置命

令及び公示



- 48 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

（法19の17）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の指定の取

消し又は指

定の全部若

しくは一部

の効力の停

止（法19の

18）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

の指定等の

公示（法19

の19）

 小児慢性 ○

特定疾病医

療費の請求

等の審査及

び額の決定

並びにそれ

に係る意見

の聴取並び

に支払に関

する事務の

委託（法19

の20①③④）

 小児慢性 ○ 保健所

特定疾病要 長

支援者証明

事業の実施

（法19の22

④）

 小児慢性 ○

特定疾病医

療費の不正

利得の徴収

（法57の２

③）

 指定小児 ○

慢性特定疾

病医療機関

からの小児

慢性特定疾

病医療費の

不正利得の

徴収（法57

の２④）
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 小児慢性 ○ 保健所

特定疾病児 長

童等の保護

者等に対す

る小児慢性

特定疾病医

療費の支給

に関する報

告又は文書

その他の物

件の提出等

の 命 令 等

（法57の３

②）

 小児慢性 ○ 保健所

特定疾病児 長

童の保護者

等の資産若

しくは収入

の状況に係

る文書の閲

覧等の要求

又は銀行等

への報告の

要求（法57

の４②）

 指定医の ○

研修の実施

（省令７の

10①Ⅱ）

 指定医の ○

変更又は辞

退の届出の

処理（省令

７の14，７

の15）

 指定医の ○

指定の取消

し（省令７

の16）

 指定医の ○

指定等の公

表（省令７

の17）

 医療受給 ○ 保健所

者証の再交 長

付（省令７

の23①）

 行政手続 ○ ○ 地域振 係 長

における特 興局長 は，本
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定の個人を 支庁 庁が実

識別するた 長 中 施する

めの番号の 央児童 ものに

利用等に関 相談所 限る。

す る 法 律 長 北

（平成25年 部児童

法律第27号） 相談所

第22条第１ 長 大

項の規定に 隅児童

より提供義 相談所

務のある特 長 大

定個人情報 島児童

の副本登録 相談所

及び更新 長

 施設の設 ○

置者に対す

る補助金の

返還命令等

（法56の３，

56の５〔社

会福祉法58

③ ④ 〔 56

⑨〕〕）

 国有財産 ○

の譲渡又は

貸付けを受

けた施設の

設置者に対

する報告の

要求及び予

算変更の勧

告（法56の

５〔社会福

祉法58②Ⅰ

Ⅱ〕）

 国有財産 ○

の譲渡又は

貸付けを受

けた施設の

設置者に対

する役員解

職の勧告等

（法56の５

〔社会福祉

法58②Ⅲ④

〔56⑨〕〕）

 設置の届 ○ ○ 地域振 課 長

出をしない， 興局長 は，本

又は認可を 支庁 庁が実

受けない施 長 施する
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設の設置者 ものに

等に対する 限る。

報告の要求

等（法59①）

 設置の届 ○

出をしない，

又は認可を

受けない施

設の設置者

等に対する

改善勧告及

び勧告に従

わなかった

場合の公表

（法59③④）

 設置の届 ○

出をしない，

又は認可を

受けない施

設の設置者

等に対する

事業の停止

又は施設の

閉鎖の命令

及びそれに

係る諮問並

び に 公 表

（法59⑤⑨）

 関係都道 ○

府県知事に

対する勧告

又は命令の

対象となる

べき設置の

届出をしな

い，又は認

可を受けな

い施設の設

置者に関す

る情報の提

供 の 要 求

（法59⑦）

 勧告又は ○

命令をした

場合の市町

村長への通

知（法59⑧）

 設置の認 ○ ○ 地域振 係 長

可を受けて 興局長 は，本

いない施設 支庁 庁が実
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の設置者か 長 施する

らの届出の ものに

処理等（法 限る。

59の２）

 設置の認 ○ ○ 地域振 係 長

可を受けて 興局長 は，本

いない施設 支庁 庁が実

の運営状況 長 施する

の 公 表 等 ものに

（法59の２ 限る。

の５）

(101) 関 係 市 ○ ○ 地域振 係 長

町村長に対 興局長 は，本

する設置の 支庁 庁が実

認可を受け 長 施する

ていない施 ものに

設に関する 限る。

協力の要求

（法59の２

の６）

３ 就学前  幼保連携 ○

の子ども 型認定こど

に関する も園以外の

教育，保 認定こども

育等の総 園 の 認 定

合的な提 （法３①③）

供の推進  幼保連携 ○

に関する 型認定こど

法律（平 も園以外の

成18年法 認定こども

律第77号） 園の認定に

の施行に 係る市町村

関する事 長との協議

務 （法３⑥）

この項  幼保連携 ○

中就学前 型認定こど

の子ども も園以外の

に関する 認定こども

教育，保 園の認定を

育等の総 しない場合

合的な提 の通知（法

供の推進 ３⑨）

に関する  県が設置 ○

法 律 を する幼保連

「法」， 携型認定こ

就学前の ども園以外

子どもに の認定こど

関する教 も園の認定

育，保育 の公示（法

等の総合 ３⑩）
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的な提供  幼保連携 ○

の推進に 型認定こど

関する法 も園以外の

律施行細 認定こども

則（平成 園の認定の

18年鹿児 取消し及び

島県規則 その旨の公

第111号） 表（法７①

を「規則」 ②）

という。  県が設置 ○

する幼保連

携型認定こ

ども園以外

の認定こど

も園の認定

の公示の取

消し及びそ

の旨の公示

（法７③）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

等の届出の

処理（法16）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

等 の 認 可

（法17①）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

等の認可に

係る子ども

・子育て支

援会議の意

見 の 聴 取

（法17③）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

の認可に係

る市町村長

と の 協 議

（法17⑤）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

の認可をし

ない場合の
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通知（法17

⑦）

 幼保連携 ○ ○ 地域振 課 長

型認定こど 興局長 は，本

も園の設置 支庁 庁が実

者又は園長 長 施する

に対する報 ものに

告の要求及 限る。

び立入検査

等 の 実 施

（法19①）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

者に対する

改善勧告及

び改善命令

（法20）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

者に対する

事業の停止

又は施設の

閉鎖の命令

（法21①）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

者に対する

事業の停止

又は施設の

閉鎖の命令

に係る子ど

も・子育て

支援会議の

意見の聴取

（法21②）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

等の認可の

取消し（法

22①）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園の設置

等の認可の

取消しに係

る子ども・
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子育て支援

会議の意見

の聴取（法

22②）

 認定こど ○

も園の教育

・保育等に

関する情報

の提供（法

28）

 認定こど ○

も園の変更

の届出の処

理（法29）

 認定こど ○ ○ 地域振 課 長

も園の設置 興局長 は，本

者からの報 支庁 庁が実

告 の 処 理 長 施する

（法30①） ものに

限る。

 認定こど ○

も園の設置

者に対する

報告の徴収

（法30③）

 幼保連携 ○

型認定こど

も園以外の

認定こども

園の認定の

辞退の届出

の処理（規

則11①）

４ 学校教  学校の設 ○

育法（昭 置又は廃止

和22年法 の認可及び

律第26号） そ の 告 示

の施行に （法４①，

関する事 規則２）

務  学校の設 ○

この項 置者の変更

中学校教 等 の 認 可

育 法 を （法４①）

「法」，  私立学校 ○

学校教育 の収容定員

法施行令 に係る学則

（昭和28 の変更の認

年政令第 可（法４①，

340号 ） 政令23①）

を 「 政  校長を定 ○
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令」，鹿 めたことに

児島県私 ついての届

立学校等 出 の 処 理

に関する （法10）

規則（平  学校の閉 ○

成７年鹿 鎖の命令及

児島県規 びその告示

則第48号） （法13①，

を「規則」 規則２）

という。

５ 私立学  私立学校 ○

校法（昭 に対する教

和24年法 育に関する

律 第 270 報告の徴収

号）の施 （法６）

行に関す  学校法人 ○

る事務 の寄附行為

この項 の認可及び

中私立学 それに係る

校 法 を 意見の聴取

「法」， （法31）

私立学校  学校法人 ○

法施行令 の寄附行為

（昭和25 の変更の認

年政令第 可（法45①）

31号）を  学校法人 ○

「政令」 の寄附行為

という。 の変更の届

出 の 受 理

（法45②）

 学校法人 ○

の設立予定

者の死亡に

よる寄附行

為の補充及

びそれに係

る意見の聴

取 （ 法 32

〔31②〕）

 学校法人 ○

の財産の状

況等の監査

結果の報告

の受理（法

37③Ⅴ）

 学校法人 ○

の解散の認

可及び認定

並びにそれ

らに係る意
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見 の 聴 取

（法50②③

〔31②〕）

 学校法人 ○

の解散の届

出 の 受 理

（法50④）

 学校法人 ○

の清算人の

選任（法50

の４②）

 学校法人 ○

の合併の認

可（法52②）

 学校法人 ○

に対する措

置命令及び

それに係る

意見の聴取

等（法60①

②③⑨⑩）

 学校法人 ○

に対する収

益事業の停

止命令及び

それに係る

意見の聴取

等 （ 法 61

〔60②③〕）

 学校法人 ○

に対する解

散命令及び

それに係る

意見の聴取

等（法62①

②③）

 学校法人 ○

からの報告

の徴収及び

立入検査の

実施（法63

①）

 学校法人 ○

等の登記の

届出等の受

理（政令２）

 文部科学 ○

大臣所轄の

学校法人で

知事を所轄
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とする私立

学校を設置

するものが

行う寄附行

為等の認可

申請書の経

由等（政令

３①Ⅰ②）

 知事所轄 ○

の学校法人

等が文部科

学大臣所轄

の法人とな

る場合の寄

附行為変更

の認可申請

書の経由等

（政令３①

Ⅱ②）

 合併の当 ○

事者が知事

所轄の学校

法人等で合

併後文部科

学大臣所轄

の学校法人

となる場合

の合併の認

可申請書の

経由等（政

令３①Ⅲ②）

 文部科学 ○

大臣所轄の

学校法人が

知事所轄の

法人となる

場合の寄附

行為変更の

認可に係る

文部科学大

臣との協議

（政令４Ⅰ）

 合併の当 ○

事者が文部

科学大臣所

轄の学校法

人で合併後

知事所轄の

学校法人と

なる場合の
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合併の認可

に係る文部

科学大臣と

の協議（政

令４Ⅱ）

６ 私立学  補助金の ○

校振興助 交付の決定

成法（昭 及びその取

和50年法 消し並びに

律第61号） 交付した補

の施行に 助金の返還

関する事 命令（法10，

務 附則２，条

この項 例４，８，

中私立学 ９）

校振興助  助成を受 ○

成 法 を ける学校法

「法」， 人からの業

鹿児島県 務又は会計

学校法人 の状況に関

助成条例 する報告の

（昭和52 徴収及び当

年鹿児島 該学校法人

県条例第 の関係者に

５号）を 対する質問

「条例」 又 は 検 査

という。 （法12Ⅰ）

 助成を受 ○

ける学校法

人に対する

収容定員を

著しく超過

して入学等

をさせた場

合の是正命

令，予算に

ついて必要

な変更をす

べき旨の勧

告及び役員

の解職をす

べき旨の勧

告並びにそ

れらの措置

をする場合

の意見の聴

取等（法12

ⅡⅢⅣ，12

の２①②，

13①）
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７ 子ども  小学校就 ○ ○ 地域振 課 長

・子育て 学前子ども 興局長 は，本

支 援 法 又は小学校 支庁 庁が実

（平成24 就学前子ど 長 施する

年法律第 もの保護者 ものに

65号。以 等に対する 限る。

下この項 報告又は文

中「法」 書その他の

という。） 物件の提出

の施行に 等の命令等

関する事 （法15①）

務  教育・保 ○ ○ 地域振 課 長

育を行った 興局長 は，本

者等に対す 支庁 庁が実

る報告又は 長 施する

帳簿書類等 ものに

の提出等の 限る。

命令等（法

15②）

 特定教育 ○

・保育施設

の利用定員

に係る市町

村長からの

届出の受理

（法31③，

32③）

 市町村長 ○

相互間の連

絡調整又は

特定教育・

保育施設の

設置者等に

対する援助

（法37②，

49②）

 特定教育 ○

・保育提供

者からの業

務管理体制

の整備等に

関する届出

の処理（法

55②③④）

 特定教育 ○ ○ 地域振 課 長

・保育提供 興局長 は，本

者の業務管 支庁 庁が実

理体制の整 長 施する

備に関する ものに

報告又は帳 限る。
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簿書類等の

提出等の命

令及び立入

検査等の実

施等（法56

①④）

 特定教育 ○

・保育提供

者の業務管

理体制の整

備に関する

基準遵守の

勧告及び公

表並びに勧

告に係る措

置命令及び

公示等（法

57）

 特定教育 ○

・保育提供

者からの教

育・保育情

報の報告の

処理（法58

①）

 教育・保 ○

育情報の公

表（法58②）

 特定教育 ○

・保育提供

者に対する

教育・保育

情報の調査

の実施（法

58③）

 特定教育 ○

・保育提供

者に対する

報告若しく

は報告内容

の是正又は

その調査を

受けること

の命令（法

58④）

 特定教育 ○

・保育提供

者に対する

報告若しく

は報告内容
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の是正又は

その調査を

受けること

の命令の市

町村長への

通知（法58

⑤）

 教育・保 ○

育提供者に

対する確認

の取消し又

は確認の全

部若しくは

一部の効力

停止が適当

である旨の

市町村長へ

の通知（法

58⑥）

 教育・保 ○

育の質及び

担当職員情

報（教育・

保育情報を

除く。）の公

表（法58⑦）

 市町村子 ○

ども・子育

て支援事業

計画の策定

又は変更に

係る市町村

との協議等

（法61⑨⑩）

 県子ども ○

・子育て支

援事業支援

計画の策定

又は変更及

びそれらに

係る意見の

聴取（法62

①⑤）

 県子ども ○

・子育て支

援事業支援

計画を定め，

又は変更し

たときの内

閣総理大臣
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へ の 提 出

（法62⑥）

 市町村子 ○

ども・子育

て支援事業

計画の策定

等について

の技術的助

言等（法63

①）

８ 母体保  受胎調節 ○

護法（昭 の実地指導

和23年法 員の指定及

律 第 156 びそれに係

号）の施 る講習の認

行に関す 定（法15①

る事務 ②）

この項  不妊手術 ○ 保健所

中母体保 及び人工妊 長

護 法 を 娠中絶の結

「法」， 果の届出の

母体保護 処理（法25）

法施行令  受胎調節 ○

（昭和24 の実地指導

年政令第 員の指定の

16号）を 取消し（法

「政令」， 39②）

母体保護  被指定者 ○

法施行規 に対する指

則（昭和 定証又は標

27年厚生 識の交付及

省令第32 び 再 交 付

号 ） を （政令１，

「省令」 ５）

という。  指定証の ○

訂 正 交 付

（政令３）

 認定講習 ○

の認定の取

消し（政令

６）

 指定証又 ○

は標識の回

収（省令15

③⑥）

 被指定者 ○

の申請又は

死亡等の届

出による指

定の取消し
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（省令15④）

 被指定者 ○

の名簿の作

成（抹消を

含む。）及び

住所変更届

に係る関係

都道府県知

事への通知

等（政令２，

４，省令13

②，15⑤）

９ 母子保  母子保健 ○ 保健所

健法（昭 に関する知 長

和40年法 識 の 普 及

律 第 141 （法９）

号）の施  養育医療 ○ 保健所

行に関す の給付の指 長

る事務 定養育医療

この項 機関への委

中母子保 託 の 決 定

健 法 を （法20④）

「法」，  指定養育 ○

母子保健 医療機関の

法施行規 指定及びそ

則（昭和 の 取 消 し

40年厚生 （法20⑤⑦

省令第55 〔児童福祉

号 ） を 法20⑧〕）

「省令」，  指定養育 ○

母子保健 医療機関の

法施行細 診療報酬の

則（昭和 額の決定及

42年鹿児 びそれに係

島県規則 る意見の聴

第16号） 取（法20⑦

を「規則」 〔児童福祉

という。 法19の20①

③〕）

 指定養育 ○

医療機関の

管理者から

の報告の徴

収及び実地

検査の実施

（ 法 20⑦

〔児童福祉

法 21の ３

①〕）

 指定養育 ○
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医療機関に

対する診療

報酬支払の

差止め（法

20⑦〔児童

福祉法21の

３②〕）

 指定養育 ○

医療機関か

らの変更の

届出等の処

理（省令12）

 指定養育 ○

医療機関指

定証の交付

（規則２）

10 鹿児島 妊娠高血圧 ○ 保健所

県妊娠高 症候群等療養 長

血圧症候 援護費の支給

群等療養 の決定及び通

援護費支 知（規則５①）

給 規 則

（昭和39

年鹿児島

県規則第

82号。以

下この項

中「規則」

という。）

の施行に

関する事

務

11 不育症  不育症検 ○ 保健所

検査費用 査費用助成 長

助成に関 の承認又は

する事務 不承認の決

この項 定（要綱６

中鹿児島 Ⅱイ）

県不育症  不育症検 ○ 保健所

検査費用 査費用助成 長

助成事業 金の返還の

実施要綱 決定（要綱

（令和３ ８）

年10月６

日制定）

を「要綱」

という。

12 先進医  先進医療 ○ 保健所

療不妊治 不妊治療費 長

療費助成 助成の承認
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に関する 又は不承認

事務 の決定（要

この項 綱６Ⅱイ）

中鹿児島  先進医療 ○ 保健所

県先進医 不妊治療費 長

療不妊治 助成金の返

療費助成 還 の 決 定

事業実施 （要綱８）

要綱（令

和５年４

月１日制

定 ） を

「要綱」

という。

13 その他 私立学校の ○

の事務 設置者又は教

育職員等の表

彰に関する事

務

子ども福祉課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 社会福  社会福祉 ○

祉法（昭 関係法の施

和26年法 行事務に関

律第45号） する指導監

の施行に 督，計画の

関する事 樹立（法20）

務  社会福祉 ○

この項 関係法の施

中社会福 行事務に従

祉 法 を 事する職員

「法」， の訓練の実

社会福祉 施（法21）

法人に対  社会福祉 ○

する助成 法人の設立，

の手続に 解散及び合

関する条 併 の 認 可

例（昭和 （法31①，

38年鹿児 46②，50③，

島県条例 54の６②）

第58号）  社会福祉 ○

を「条例」 法人の定款

という。 変更の認可
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（法45の36

②〔32〕）

 社会福祉 ○

法人等から

の届出の処

理（法45の

36④，46③，

46の６④⑤，

47の５，59，

62①，63①，

64，67①，

68）

 社会福祉 ○

法人の社会

福祉充実計

画の承認，

変更承認，

軽微な変更

の届出の処

理及び終了

承認（法55

の２①，55

の３①②，

55の４）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

法人からの 興局長 は，本

報告の徴収 支庁 庁が実

及び検査の 長 施する

実施（法56 ものに

①） 限る。

 社会福祉 ○

法人に対す

る改善勧告

及び勧告に

従わなかっ

た場合の公

表（法56④

⑤）

 社会福祉 ○

法人に対す

る改善勧告

に係る措置

命令（法56

⑥）

 社会福祉 ○

法人に対す

る業務の停

止命令及び

役員解職の

勧告（法56
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⑦）

 社会福祉 ○

法人に対す

る解散命令

（法56⑧）

 社会福祉 ○

法人に対す

る公益事業

又は収益事

業の停止命

令（法57）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する報告の

要求及び予

算変更の勧

告（法58②

ⅠⅡ）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する役員解

職の勧告等

（法58②Ⅲ

④〔56⑨〕）

 県が助成 ○

する社会福

祉法人に対

する補助金

等の返還命

令等（法58

③ ④ 〔 56

⑨〕，条例

３）

 国，県， ○

市町村及び

社会福祉法

人（以下こ

の項中「国

等 」 と い

う。）以外の

者に対する

社会福祉施

設の設置等

の許可（法

62②）

 国等以外 ○

の者が社会

福祉施設の
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設置等の許

可を受けた

場合の当該

許可に係る

変更の許可

（法63②）

 国等以外 ○

の者に対す

る施設を必

要としない

第一種社会

福祉事業の

経営の許可

（法67②）

 国及び県 ○

以外の者か

らの第二種

社会福祉事

業の開始等

の届出の処

理（法69）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

事業を経営 興局長 は，本

する者に対 支庁 庁が実

する報告の 長 施する

要求並びに ものに

検査及び調 限る。

査 の 実 施

（法70）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 部 長

事業を経営 興局長 は，本

する者に対 支庁 庁が実

する施設の 長 施する

改 善 命 令 ものに

（法71） 限る。

 社会福祉 ○

事業を経営

する者に対

する社会福

祉事業の経

営の制限，

停止命令又

は許可若し

くは認可の

取消し（法

72）

 社会福祉 ○

連携推進認

定並びにそ

の通知及び
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公 示 （ 法

127①，129）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の定款の

変更の認可

及び変更の

届出の処理

（ 法 139①

③）

 社会福祉 ○

連携推進方

針の変更の

認 定 （ 法

140）

 社会福祉 ○

連携推進法

人からの届

出 の 処 理

（ 法 1 4 1

〔46③，46

の６④⑤，

47の５〕，

144〔59〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の代表理

事の選定及

び解職の認

可（法142）

 社会福祉 ○ ○ 地域振 課 長

連携推進法 興局長 は，本

人からの報 支庁 庁が実

告の徴収及 長 施する

び検査の実 ものに

施（法 144 限る。

〔56①〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

改善勧告及

び勧告に従

わなかった

場合の公表

（ 法 1 4 4

〔56④⑤〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

改善勧告に
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係る措置命

令（法 144

〔56⑥〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人に対する

業務の停止

命令及び役

員解職の勧

告（法 144

〔56⑦〕）

 社会福祉 ○

連携推進法

人の社会福

祉連携推進

認定の取消

し及びその

公示並びに

当該社会福

祉連携推進

法人の名称

変更の登記

の嘱託（法

145① ② ③

⑤〔公益社

団法人及び

公益財団法

人の認定等

に関する法

律（平成18

年法律第49

号 ） 29⑥

⑦〕）

 認定取消 ○

法人に対す

る社会福祉

連携推進目

的取得財産

残額及び当

該社会福祉

連携推進目

的取得財産

残額又はそ

の一部に相

当する額の

金銭の贈与

に係る契約

成立の通知

（法146④）

 独立行政 ○
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法人福祉医

療機構貸付

金の借入申

込書に係る

意見の決定

（独立行政

法人福祉医

療機構業務

方法書21）

２ 児童福  指定児童 ○

祉法（昭 福祉司養成

和22年法 施設等の指

律 第 164 定及びその

号）の施 取消し（法

行に関す 13③Ⅱ，政

る事務 令３の２⑩）

この項  児童相談 ○

中児童福 所の設置等

祉 法 を についての

「法」， 内閣総理大

児童福祉 臣への報告

法施行令 （政令２）

（昭和23  妊産婦に ○ 地域振

年政令第 対する助産 興局長

74号）を 施設におけ 支庁

「政令」， る助産の実 長

児童福祉 施等（法22）

法施行規  保護者及 ○ 地域振

則（昭和 び児童の母 興局長

23年厚生 子生活支援 支庁

省令第11 施設におけ 長

号 ） を る保護の実

「省令」， 施等（法23）

児童福祉  児童相談 ○

施設の設 所長等から

備及び運 の報告の処

営に関す 理（規則２，

る 基 準 26②，31，

（昭和23 32②）

年厚生省  児童の措 ○ 中央児

令第63号） 置等（法27 童相談

を 「 基 ①②⑤⑥， 所長

準」，鹿 27の２） 北部児

児島県児 童相談

童福祉施 所長

設の設備 大隅児

及び運営 童相談

に関する 所長

基準を定 大島児

める条例 童相談



- 73 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

（平成24 所長

年鹿児島  里親の認 ○

県条例第 定に係る諮

23号）を 問及び登録

「条例」， （政令29，

児童福祉 規則28①）

法施行細  里親の登 ○

則（昭和 録に係る通

36年鹿児 知（規則28

島県規則 ②）

第39号）  里親から ○ 中央児

を「規則」 の届出の処 童相談

という。 理（規則30） 所長

北部児

童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 家庭裁判 ○ 中央児

所への送致 童相談

（法27の３） 所長

北部児

童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 保護者か ○ 中央児

らの隔離措 童相談

置及び立入 所長

調査の実施 北部児

（法28①， 童相談

29） 所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 児童の同 ○ 地域振

居届出の処 興局長

理（法30① 支庁

②） 長
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 児童の同 ○

居届出者の

居住地変更

に係る関係

都道府県知

事への通知

（政令33）

 児童の保 ○ 中央児

護について 童相談

の指示及び 所長

報告の徴収 北部児

（助産施設， 童相談

母子生活支 所長

援施設，保 大隅児

育所及び児 童相談

童厚生施設 所長

に対するも 大島児

のを除く。） 童相談

（法30の２） 所長

 在所年齢 ○ 地域振

の延長等の 興局長

決定（法31 支庁

①②） 長 中

央児童

相談所

長 北

部児童

相談所

長 大

隅児童

相談所

長 大

島児童

相談所

長

 児童の一 ○ 中央児

時保護（法 童相談

33②） 所長

北部児

童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 児童自立 ○ 中央児

生活援助対 童相談

象者への支 所長
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援（法33の 北部児

６①） 童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 児童自立 ○ 中央児

生活援助対 童相談

象者からの 所長

児童自立生 北部児

活援助の実 童相談

施を希望す 所長

る旨の申込 大隅児

書 の 処 理 童相談

（法33の６ 所長

②） 大島児

童相談

所長

 児童自立 ○ 中央児

生活援助対 童相談

象者への情 所長

報提供（法 北部児

33の６⑤） 童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 被措置児 ○

童等虐待に

係る措置の

内容等の社

会福祉審議

会への報告

（法33の15

②）

 被措置児 ○

童等虐待の

状況等の公

表（法33の

16）

 児童自立 ○

生活援助事

業又は小規

模住居型児
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童養育事業

に係る届出

の処理（法

34の４）

 児童自立 ○

生活援助事

業又は小規

模住居型児

童養育事業

を行う者に

対する報告

の要求，立

入検査等の

実施（法34

の５①）

 児童自立 ○

生活援助事

業又は小規

模住居型児

童養育事業

を行う者に

対する事業

の制限又は

停止の命令

（法34の６）

 親子再統 ○

合支援事業，

社会的養護

自立支援拠

点事業又は

意見表明等

支援事業に

係る届出の

処理（法34

の７の２②

③④）

 親子再統 ○

合支援事業，

社会的養護

自立支援拠

点事業又は

意見表明等

支援事業を

行う者に対

する報告の

要求，立入

検査等の実

施（法34の

７の３①）

 親子再統 ○
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合支援事業，

社会的養護

自立支援拠

点事業又は

意見表明等

支援事業を

行う者に対

する事業の

制限又は停

止 の 命 令

（法34の７

の４）

 妊産婦等 ○

生活援助事

業に係る届

出 の 処 理

（法34の７

の５②③④）

 妊産婦等 ○

生活援助事

業を行う者

に対する報

告の要求，

立入検査等

の実施（法

34の７の６

①）

 妊産婦等 ○

生活援助事

業を行う者

に対する事

業の制限又

は停止の命

令（法34の

７の７）

 児童指導 ○

員の資格の

認定（基準

43ⅨⅩ，条

例60）

 市町村の ○

児童福祉施

設（以下こ

の項中「施

設 」 と い

う。）の設置

の届出の処

理（法35③）

 国，県及 ○

び市町村以
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外の者（以

下この項中

「国等以外

の者」とい

う。）の施設

の設置の認

可及びその

取消し（法

35④，58）

 市町村の ○

施設の変更

の届出の処

理（省令37

④⑤）

 国等以外 ○

の者の施設

の変更の届

出 の 処 理

（省令37⑤

⑥）

 市町村の ○

施設の廃止

又は休止の

届出の処理

（法35⑪）

 国等以外 ○

の者の施設

の廃止又は

休止の承認

（法35⑫，

省令38②③）

 施設の長 ○ ○ 地域振 課 長

等に対する 興局長 は，本

報告の要求 支庁 庁が実

及び立入検 長 施する

査等の実施 ものに

（法46①） 限る。

 設備等が ○ ○ 地域振 部 長

条例で定め 興局長 は，本

る基準に達 支庁 庁が実

しない場合 長 施する

の施設の設 ものに

置者に対す 限る。

る改善の勧

告及び命令

（法46③）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合
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等の施設の

設置者に対

する事業の

停止命令に

係 る 諮 問

（法46④）

 設備等が ○

条例で定め

る基準に達

しない場合

等の施設の

設置者に対

する事業の

停 止 命 令

（法46④）

 国以外の ○ 地域振

者の設置す 興局長

る施設の実 支庁

地検査の実 長

施（政令38）

 縁組の承 ○

諾 の 許 可

（法33の２

①，33の８

②，47①②，

省令36の28，

39）

 費用の負 ○ 地域振 中央児

担の認定及 興局長 童相談

び 徴 収 等 支庁 所長，

（法56①② 長 中 北部児

③④⑤⑥） 央児童 童相談

相談所 所長，

長 北 大隅児

部児童 童相談

相談所 所長及

長 大 び大島

隅児童 児童相

相談所 談所長

長 大 は，初

島児童 回の費

相談所 用の負

長 担の認

定に限

る。

 施設の設 ○

置者に対す

る補助金の

返還命令等

（法56の３，
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56の５〔社

会福祉法58

③ ④ 〔 56

⑨〕〕）

 国有財産 ○

の譲渡又は

貸付けを受

けた施設の

設置者に対

する報告の

要求及び予

算変更の勧

告（法56の

５〔社会福

祉法58②Ⅰ

Ⅱ〕）

 国有財産 ○

の譲渡又は

貸付けを受

けた施設の

設置者に対

する役員解

職 の 勧 告

（法56の５

〔社会福祉

法58②Ⅲ③

④〔56⑨〕）

 設置の届 ○ ○ 地域振 課 長

出をしない， 興局長 は，本

又は認可を 支庁 庁が実

受けない施 長 施する

設の設置者 ものに

等に対する 限る。

報告の要求

等（法59①）

 設置の届 ○

出をしない，

又は認可を

受けない施

設の設置者

等に対する

改善勧告及

び勧告に従

わなかった

場合の公表

（法59③④）

 設置の届 ○

出をしない，

又は認可を

受けない施
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設の設置者

等に対する

事業の停止

又は施設の

閉鎖の命令

及びそれに

係る諮問並

び に 公 表

（法59⑤⑨）

 勧告又は ○

命令をした

場合の市町

村長への通

知（法59⑧）

 自己負担 ○ 保健所

金の減免又 長

は納入延期

の決定（規

則46①，47

①）

 指定児童 ○

福祉司養成

施設等の指

定に係る変

更の承認及

び届出の処

理（政令３

の２③④）

 指定児童 ○

福祉司養成

施設の長等

からの報告

の処理並び

に当該長等

に対する報

告の要求並

びに指導及

び検査の実

施（政令３

の２⑤⑥⑦）

 行政手続 ○ ○ 地域振 係 長

における特 興局長 は，本

定の個人を 支庁 庁が実

識別するた 長 中 施する

めの番号の 央児童 ものに

利用等に関 相談所 限る。

す る 法 律 長 北

（平成25年 部児童

法律第27号） 相談所

第22条第１ 長 大
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項の規定に 隅児童

より提供義 相談所

務のある特 長 大

定個人情報 島児童

の副本登録 相談所

及び更新 長

 児童委員 ○

の指揮監督

（法17④）

 児童委員 ○

の研修の実

施（法18の

２）

３ 児童扶  受給資格 ○ 地域振

養手当法 及び手当の 興局長

（昭和36 額 の 認 定 支庁

年法律第 （法６） 長

238号 ）  手当の額 ○ 地域振

の施行に の全部又は 興局長

関する事 一部を支給 支庁

務 しないこと 長

この項 の決定（法

中児童扶 13の２，14）

養手当法  手当の支 ○ 地域振

を「法」， 払の一時差 興局長

児童扶養 止め（法15） 支庁

手当法施 長

行 規 則  受給資格 ○ 地域振

（昭和36 者の死亡に 興局長

年厚生省 係る未支払 支庁

令第51号） 手当の支払 長

を「省令」 の決定（法

という。 16）

 受給者又 ○ 地域振

は全部支給 興局長

停止者から 支庁

の届出等の 長

処理（法28，

省令３の２

から６まで，

９から12ま

で，12の３）

 受給資格 ○ 地域振

者等に対す 興局長

る調査の実 支庁

施（法29①） 長

 児童又は ○ 地域振

児童の父若 興局長

しくは母に 支庁

対する受診 長
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命令及び職

員による診

断 の 実 施

（法29②）

 官公署等 ○ 地域振

に対する資 興局長

料提供等の 支庁

請求（法30） 長

 手当の支 ○ 地域振

払の調整措 興局長

置（法31） 支庁

長

 手当の額 ○ 地域振

の改定の請 興局長

求及び届出 支庁

の処理（省 長

令２，３）

 児童扶養 ○ 地域振

手当認定通 興局長

知書等の交 支庁

付等（省令 長

16，17，18，

21，21の２，

22，24の２）

 児童扶養 ○ 地域振

手当証書の 興局長

訂正返付及 支庁

び再交付等 長

（省令19①，

20①③）

 児童扶養 ○ 地域振

手当証書の 興局長

交付又は返 支庁

付の停止に 長

係る町村長

からの報告

の処理（省

令24）

 請求書又 ○ 地域振

は届書の添 興局長

付書類の省 支庁

略等の決定 長

（省令26②

④）

 指導監査 ○ 地域振

の実施（児 興局長

童扶養手当 支庁

等支給事務 長

指導監査実

施要綱（平
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成24年３月

28日制定））

 行政手続 ○

における特

定の個人を

識別するた

めの番号の

利用等に関

する法律第

22条第１項

の規定によ

り提供義務

のある特定

個人情報の

副本登録及

び更新

４ 特別児  受給資格 ○ 地域振

童扶養手 及び手当の 興局長

当等の支 額 の 認 定 支庁

給に関す （法５） 長

る 法 律  手当の額 ○ 地域振

（昭和39 の全部又は 興局長

年法律第 一部を支給 支庁

134号 ） しないこと 長

の施行に の決定（法

関する事 11）

務 この  手当の支 ○ 地域振

項中特別 払の一時差 興局長

児童扶養 止め（法12） 支庁

手当等の 長

支給に関  受給資格 ○ 地域振

する法律 者の死亡に 興局長

を「法」， 係る未支払 支庁

特別児童 手当の支払 長

扶養手当 の決定（法

等の支給 13）

に関する  手当の支 ○ 地域振

法律施行 払の調整措 興局長

規則（昭 置 （ 法 16 支庁

和39年厚 〔児童扶養 長

生省令第 手当法31〕）

38号）を  受給者又 ○ 地域振

「省令」 は支給停止 興局長

という。 者からの届 支庁

出等の処理 長

（法35，省

令４から12

まで，12の

３）

 受給資格 ○ 地域振
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者等に対す 興局長

る調査の実 支庁

施（法36①） 長

 障害児等 ○ 地域振

に対する受 興局長

診命令及び 支庁

職員による 長

診断の実施

（法36②）

 官公署等 ○ 地域振

に対する資 興局長

料提供等の 支庁

請求（法37） 長

 手当の額 ○ 地域振

の改定の請 興局長

求及び届出 支庁

の処理（省 長

令２，３）

 特別児童 ○ 地域振

扶養手当認 興局長

定通知書等 支庁

の 交 付 等 長

（省令17，

18，19，22，

23，24）

 特別児童 ○ 地域振

扶養手当証 興局長

書の訂正返 支庁

付及び再交 長

付（省令20

①，21①）

 特別児童 ○ 地域振

扶養手当証 興局長

書の交付又 支庁

は返付の停 長

止に係る市

町村長から

の報告の処

理（省令26）

 請求書又 ○ 地域振

は届書の添 興局長

付書類の省 支庁

略等の決定 長

（省令28①

③）

 指導監査 ○ 地域振

の実施（児 興局長

童扶養手当 支庁

等支給事務 長

指導監査実
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施要綱（平

成24年３月

28日制定））

 行政手続 ○

における特

定の個人を

識別するた

めの番号の

利用等に関

する法律第

22条第１項

の規定によ

り提供義務

のある特定

個人情報の

副本登録及

び更新

５ 母子及  母子福祉 ○ 地域振

び父子並 資金及び父 興局長

びに寡婦 子福祉資金 支庁

福 祉 法 並びに寡婦 長

（昭和39 福祉資金の

年法律第 貸付けの決

129号 ） 定（法13，

の施行に 14，31の６

関する事 ①②③④，

務 32①②④）

この項  貸付金の ○

中母子及 償還の免除

び父子並 （法15①，

びに寡婦 31の６⑤，

福祉法を 32⑤）

「法」，  公共的施 ○ 地域振

母子及び 設内におけ 興局長

父子並び る売店等の 支庁

に寡婦福 設置に関す 長

祉法施行 る措置（法

令（昭和 25③，34①）

39年政令  貸付金の ○ 地域振

第224号） 償還の据置 興局長

を 「 政 期間の延長 支庁

令」，母 の承認（政 長

子及び父 令８⑥，31

子並びに の６⑥，37

寡婦福祉 ⑥）

法施行規  貸付金の ○ 地域振

則（昭和 交付の停止 興局長

39年厚生 又は減額の 支庁

省令第32 決定（政令 長

号 ） を 11，31の７，
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「省令」， 38）

母子福祉  貸付資格 ○ 地域振

資金及び がなくなっ 興局長

父子福祉 た場合等の 支庁

資金並び 資金の貸付 長

に寡婦福 け の 停 止

祉資金の （政令12，

貸付けに 31の７，38）

関する規  不正があ ○

則（昭和 った場合等

40年鹿児 の資金の貸

島県規則 付けの停止

第25号） の決定及び

を「規則」 通知並びに

という。 それに係る

諮問（政令

13，31の７，

38，規則10，

16）

 母子・父 ○

子福祉団体

の事業収益

の貸付け対

象事業以外

の用途への

使用の承認

（政令15①

Ⅲ，31の７，

38）

 母子・父 ○

子福祉団体

に対する貸

付け対象事

業に係る報

告徴収，立

入検査及び

改 善 勧 告

（政令15②

ⅠⅡ，31の

７，38）

 母子・父 ○

子福祉団体

に対する役

員の解職の

勧告（政令

15②Ⅲ，31

の７，38）

 貸付金の ○

一時償還の

請求（政令
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16，31の７，

38）

 違約金の ○

免除（政令

17ただし書，

31の７，38）

 償還金の ○ 地域振

支 払 猶 予 興局長

（政令19①， 支庁

31の７，38） 長

 内閣総理 ○

大臣に対す

る貸付金の

貸付業務の

状況の報告

（政令24，

31の７，38，

省令１の４）

 内閣総理 ○

大臣に対す

る貸付申請

書 の 提 出

（省令10）

 連帯保証 ○ 地域振

人の変更の 興局長

承認（規則 支庁

５の２，16） 長

 貸付金の ○ 地域振

増額又は貸 興局長

付期間の延 支庁

長の決定及 長

びその通知

（規則８②

③，16）

 貸付金の ○ 地域振

償還方法又 興局長

は償還期間 支庁

の変更の承 長

認（規則13，

16）

 書類の受 ○ 地域振

理（規則５ 興局長

①，６，７， 支庁

９，16） 長

 貸付金に ○ 地域振

係る１件５ 興局長

万円未満の 支庁

債権金額の 長

履行延期の

特約
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 貸付金の ○ 地域振

償還（収入 興局長

命令及び戻 支庁

出命令を除 長

く。）

 母子家庭 ○ 地域振

自立支援給 興局長

付金及び父 支庁

子家庭自立 長

支援給付金

の支給（法

31，31の10，

政令27，28，

29，31の９）

 教育訓練 ○ 地域振

の講座の指 興局長

定（省令６ 支庁

の７，６の 長

17の７）

 行政手続 ○

における特

定の個人を

識別するた

めの番号の

利用等に関

する法律第

22条第１項

の規定によ

り提供義務

のある特定

個人情報の

副本登録及

び更新

６ 母子家  被保証人 ○

庭等年少 の就職区域

者の身元 の指定（条

保証に関 例３Ⅴ，規

する条例 則１②）

（昭和31  身元保証 ○

年鹿児島 の決定（規

県条例第 則３①）

７号）の  身元保証 ○

施行に関 決定通知書

する事務 の送付（規

この項 則３①）

中母子家  身元保証 ○

庭等年少 契約の締結

者の身元 及 び 更 新

保証に関 （規則５，

する条例 ６）
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を 「 条  身元保証 ○

例」，母 契約の解除

子家庭等 （条例８）

年少者の  雇用者に ○

身元保証 対する補償

に関する 額 の 決 定

条例施行 （規則９②

規則（昭 ③）

和31年鹿  被保証人 ○

児島県規 に対する求

則第34号） 償額の免除

を「規則」 （条例９）

という。

７ 児童虐  保護者に ○ 中央児

待の防止 対する出頭 童相談

等に関す の要求又は 所長

る 法 律 調査若しく 北部児

（平成12 は質問の実 童相談

年法律第 施（法８の 所長

82号。以 ２①） 大隅児

下この項 童相談

中「法」 所長

という。） 大島児

の施行に 童相談

関する事 所長

務  児童の住 ○ 中央児

所又は居所 童相談

への立入調 所長

査又は質問 北部児

の実施（法 童相談

９①） 所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 保護者に ○ 中央児

対する再出 童相談

頭要求又は 所長

調査若しく 北部児

は質問の実 童相談

施（法９の 所長

２①） 大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

 職員によ ○ 中央児
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る臨検又は 童相談

捜索若しく 所長

は調査若し 北部児

くは質問の 童相談

実施（法９ 所長

の３①②③ 大隅児

⑤） 童相談

所長

大島児

童相談

所長

 保護者に ○ 中央児

対する指導 童相談

受入れ勧告 所長

及び保護者 北部児

が勧告に従 童相談

わない場合 所長

の必要な措 大隅児

置（法11④ 童相談

⑤） 所長

大島児

童相談

所長

 保護者に ○

対するつき

まとい等の

禁 止 命 令

（法12の４

①②③④⑥）

 施設入所 ○ 中央児

等の措置の 童相談

解除（法13 所長

①②③） 北部児

童相談

所長

大隅児

童相談

所長

大島児

童相談

所長

８ 民間あ  養子縁組 ○

っせん機 あっせん事

関による 業の許可及

養子縁組 び許可証の

のあっせ 交付（法６

んに係る ①，10①）

児童の保  養子縁組 ○

護等に関 あっせん事

する法律 業の許可証
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（平成28 の 再 交 付

年法律第 （法10③）

110号 。  養子縁組 ○

以下この あっせん事

項中「法」 業の許可に

という。） 係る有効期

の施行に 間更新の申

関する事 請 の 処 理

務 （法12②）

 民間あっ ○

せん機関か

らの変更の

届出の処理

等（法13）

 民間あっ ○

せん機関か

らの養子縁

組あっせん

事業の廃止

の届出の処

理（法14①）

 民間あっ ○

せん機関に

対する業務

の運営の改

善命令（法

15）

 民間あっ ○

せん機関に

対する養子

縁組あっせ

ん事業の許

可の取消し

又は全部若

しくは一部

の停止命令

（法16）

 民間あっ ○

せん機関か

らの事業報

告書の処理

（法20）

 民間あっ ○

せん機関か

らの報告等

の処理（法

32）

 民間あっ ○

せん機関に

対する報告
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の要求及び

立入検査等

の実施（法

39①②）

別表第６子ども家庭課の表及び子育て支援課の表を削る。

別表第６高齢者生き生き推進課の表７の項事務の種類の欄中「，健康保険法等の一部を改正

する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の介護保険法を「旧法」」を削り，

同項第32号中「勧告のの公表」を「勧告の公表」に改め，同項中第80号から第88号までを削り，

第89号を第80号とし，第90号から第107号までを９号ずつ繰り上げ，同項第108号中「37の２」

を「37の２の３」に改め，同号を同項第99号とし，同項第109号を同項第100号とし，同項第

110号中「118⑦」を「118⑫」に改め，同号を同項第101号とし，同項中第111号を第102号とし，

第112号から第129号までを９号ずつ繰り上げる。

別表第６産業人材確保・移住促進課（外国人材政策推進室を含む。）の表中「産業人材確保・

移住促進課（外国人材政策推進室を含む。）」を「産業人材確保・移住促進課」に改め，同表中

３の項を削り，同表の次に次の１表を加える。

外国人材政策推進課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

外国人材  外国人材 ○

の確保，受 の確保及び

入れ・定着 受入れ・定

に関する施 着に関する

策の企画及 各部間の総

び総合調整 合調整

並びに実施  外国人材 ○

に関する事 の確保及び

務 受入れ・定

着に関する

関係機関，

団体等との

連絡調整

 外国人材 ○

の確保及び

受入れ・定

着に必要な

資料の収集

及び調査の

実施

 外国人材 ○

の確保及び

受入れ・定

着に関する

事業の実施

別表第６雇用労政課の表６の項第６号中「15の６③」を「15の７③」に改める。
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別表第６水産振興課の表中34の項を35の項とし，11の項から33の項までを１項ずつ繰り下げ，

同表中10の項の次に次の１項を加える。

11 特定水  特定第一 ○

産動植物 種水産動植

等の国内 物の採捕の

流通の適 事業を行う

正化等に 者からの届

関する法 出 の 処 理

律（令和 （法３，政

２年法律 令①ⅠⅡ，

第79号） ③）

の施行に  特定第一 ○

関する事 種水産動植

務 物等取扱事

この項 業者に対す

中特定水 る措置の勧

産動植物 告及び命令

等の国内 （法７，政

流通の適 令①Ⅲ，Ⅳ，

正化等に Ⅴ）

関する法  農林水産 ○

律 を 大臣への勧

「法」， 告及び命令

特定水産 内容の報告

動植物等 （政令⑤）

の国内流  特定第一 ○

通の適正 種水産動植

化等に関 物等取扱事

する法律 業者からの

第13条第 届出の処理

２項の規 （法８，政

定により 令①Ⅵ）

都道府県  特定第一 ○

が処理す 種水産動植

る事務に 物等取扱事

関する政 業者又はそ

令（令和 の者とその

４年政令 事業に関し

第18号） て関係のあ

を「政令」 る事業者か

という。 らの報告の

徴収若しく

は物件の提

出の要求又

はその者へ

の立入検査

の実施（法

12①，政令

①ⅦⅧ）

 農林水産 ○
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大臣への報

告の徴収若

しくは物件

の提出又は

立入検査の

実施結果の

報告（政令

⑥）

別表第６漁港漁場課の表１の項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法

律」に改め，同項第８号中「28①Ⅰ」を「29①Ⅰ」に改め，同項第11号中「28①Ⅱ④」を「29

①Ⅱ④」に改め，同項第13号中「28①Ⅲ」を「29①Ⅲ」に改め，同項第14号中「28①Ⅳ④」を

「29①Ⅳ④」に改め，同項第24号及び第25号中「38」を「38①」に改め，同項中第47号を第59

号とし，第44号から第46号までを12号ずつ繰り下げ，同項第43号中「28④」を「29④」に改め，

同号を同項第55号とし，同項中第42号を第54号とし，第41号中「，漁港修築事業の施行者」を

削り，「法41①③，政令28①Ⅴ」を「法67①②，政令29①Ⅴ」に改め，同号を第53号とし，同

項第40号中「及び農林水産大臣に対する許可申請」を「，それに伴う意見聴取及び農林水産大

臣への報告」に，「法40①③」を「法66①②」に改め，同号を第52号とし，同項第39号の次に

次の12号を加える。

 活用推進計画の策 ○

定(変更を含む。)，

策定に伴う漁港施設

所有者の同意取得，

関係者からの意見聴

取及び公表並びに農

林水産大臣への報告

（法41①④⑤⑥⑦）

 実施計画の認定 ○

（変更を含む。）及び

認定に伴う公告縦覧

並びに漁港施設所有

者への通知（法43①

②③④⑤）

 実施計画に係る行 ○

政財産である漁港施

設の貸付け（法44①）

 実施計画に係る勧 ○

告及び認定の取消し

並びに漁港施設所有

者への通知（法45）

 漁港水面施設運営 ○

権の設定（法48）

 漁港水面施設運営 ○

権に関する活用推進

計画の策定，策定に

伴う協議（法49①②）

 漁港水面施設運営 ○

権の移転に係る許可，

許可に伴う公告縦覧

及び公表（法55②⑤

⑥）
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 漁港水面施設運営 ○

権の取消し，これに

伴う抵当権者への通

知（法59①③）

 漁港水面施設運営 ○

権の取消し等に伴う

漁港水面施設運営権

者への損失補償及び

協議（法60①②）

 漁港協力団体の指 ○

定及び変更の届出の

処理並びにそれらに

係る公示（法61）

 漁港協力団体に対 ○

する報告の要求及び

措置命令並びに漁港

協力団体の指定の取

消し及びそれに係る

公示（法63）

 漁港の区域内の水 ○

域又は公共空地にお

ける水面又は土地の

一部占用に係る漁港

協力団体との協議

（法65）

別表第６農村振興課の表15の項事務の種類の欄を次のように改める。

15 農地中

間管理事

業の推進

に関する

法律（平

成25年法

律第 101

号）の施

行に関す

る事務

この項

中農地中

間管理事

業の推進

に関する

法 律 を

「法」，

農業経営

基盤強化

促進法等

の一部を

改正する

法律（令

和４年法
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律第56号）

を「改正

法」とい

う。

別表第６農村振興課の表15の項第10号から第12号までの規定中「農用地利用配分計画」を

「農用地利用集積等促進計画」に改め，同項第13号中「法19の２①」を「改正法附則10」に改

め，同項第14号中「の設定又は移転に係る契約等」を「に係る賃貸借又は使用貸借等」に改め，

同項第15号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め，同項第16号を

削り，同項第17号を同項第16号とし，同項第18号を同項第17号とする。

別表第６畜産課の表中「畜産課」を「畜産振興課」に改め，同表１の項事務の種類の欄中

「鹿児島県家畜改良増殖法施行細則」を「家畜改良増殖法施行細則」に改め，同表１の項第３

号を削り，同表中６の項から11の項までを削り，12の項を６の項とし，13の項から18の項まで

を６項ずつ繰り上げ，同表の次に次の１表を加える。

家畜防疫対策課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 家畜改  家畜人工 ○

良増殖法 授精師の免

（昭和25 許（法16①）

年法律第  家畜人工 ○

209号 ） 授精に関す

の施行に る講習会の

関する事 実施，修業

務 試験の合否

この項 の 決 定 等

中家畜改 （法16②，

良増殖法 規則３）

を「法」，  家畜人工 ○

家畜改良 授精師の免

増殖法施 許証の交付，

行令（昭 書換え交付

和25年政 及び再交付

令第 269 （法18，政

号 ） を 令９，10）

「政令」，  家畜人工 ○

家畜改良 授精師の免

増殖法施 許の取消し

行 規 則 及び業務停

（昭和25 止 の 命 令

年農林省 （法19①②）

令第96号）  家畜人工 ○

を 「 省 授精所の開

令」，家 設の許可及

畜改良増 び開設許可
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殖法施行 証 の 交 付

細則（昭 （法24，規

和61年鹿 則４）

児島県規  家畜人工 ○

則第56号） 授精所の開

を「規則」 設の許可の

という。 取消し及び

使用停止の

命令（法26

①②）

 家畜人工 ○

授精師の免

許証の回収

（政令11①

②③）

 業務の停 ○ ○ 家畜保

止を命ぜら 健衛生

れた家畜人 所長

工授精師の

免許証の領

置及び業務

停止期間満

了時の返還

（政令11④）

 家畜人工 ○

授精師名簿

の作成（政

令12）

 講習会の ○

修業試験合

格者名簿の

調製及び修

業試験合格

証明書の交

付（省令25）

２ 家畜伝  届出伝染 ○ 家畜保

染病予防 病に関する 健衛生

法（昭和 届出の処理 所長

26年法律 （法４①）

第166号）  新疾病に ○ 家畜保

の施行に ついての届 健衛生

関する事 出 の 処 理 所長

務 （法４の２

この項 ①）

中家畜伝  新疾病に ○ ○ 家畜保 課 長

染病予防 ついての検 健衛生 は，公

法 を 査命令及び 所長 示に限

「法」， 公示（法４ る。

家畜伝染 の２③⑤⑥）

病予防法  届出伝染 ○
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施 行 令 病及び新疾

（昭和28 病について

年政令第 の農林水産

235号 ） 大臣への報

を 「 政 告並びに関

令」，家 係都道府県

畜伝染病 知事及び関

予防法施 係市町村等

行 規 則 へ の 通 報

（昭和26 （法４④，

年農林省 ４の２④）

令第35号）  監視伝染 ○

を 「 省 病に係る検

令」，家 査の命令，

畜伝染病 助言等及び

予防法施 要請並びに

行 細 則 伝染性疾病

（昭和26 に係る検査

年鹿児島 の実施（法

県規則第 ５①②③⑥

83号）を ⑦）

「規則」  家畜等の ○

という。 検査結果の

農林水産大

臣への報告

（法５④）

 特定疾病 ○

又は監視伝

染病の発生

予防のため

の注射，薬

浴又は投薬

を受けるべ

き旨の命令

及 び 公 示

（法６〔５

②〕）

 発生予防 ○ 家畜保

のための家 健衛生

畜の検査， 所長

注射，薬浴

又は投薬を

行った旨の

標識を家畜

防疫員に付

させること

（法７）

 検査，注 ○ 家畜保

射，薬浴又 健衛生

は投薬を行 所長
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った旨の証

明書の交付

（法８）

 消毒方法， ○ ○ 家畜保

清潔方法又 健衛生

はねずみ， 所長

昆虫等の駆

除方法の実

施 の 命 令

（法９，30）

 特定疾病 ○

又は監視伝

染病の発生

予防措置の

実施状況及

び実施の結

果に係る農

林水産大臣

への報告及

び関係都道

府県知事へ

の通報（法

12の２）

 衛生管理 ○ 家畜保

状況に関す 健衛生

る報告の受 所長

理（法12の

４①）

 衛生管理 ○

状況に関す

る報告の関

係市町村長

へ の 通 知

（法12の４

②）

 飼養衛生 ○ 家畜保

管理基準に 健衛生

ついての指 所長

導及び助言

（法12の５）

 飼養衛生 ○

管理基準に

ついての勧

告及び命令

（法12の６

①②）

 患畜又は ○ 家畜保

疑似患畜の 健衛生

届出の処理 所長

（法13①②）
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 患畜又は ○

疑似患畜の

発生に関す

る公示，農

林水産大臣

への報告並

びに関係都

道府県知事

及び市町村

長への通報

（法13④）

 農林水産 ○ 家畜保

大臣の指定 健衛生

する症状を 所長

呈している

家畜の届出

の受理（法

13の２①）

 農林水産 ○

大臣の指定

する症状を

呈している

家畜の届出

に係る農林

水産大臣へ

の報告及び

検体の提出

（法13の２

④⑥）

 患畜等の ○

判定結果に

係る通知，

公示並びに

関係都道府

県知事及び

関係市町村

長への通報

（法13の２

⑦⑧）

 家畜伝染 ○ 家畜保

病のまん延 健衛生

防止のため 所長

の通行の制

限又は遮断

及びそれに

係 る 通 報

（法15，政

令５）

 患畜及び ○

疑似患畜の
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殺処分の命

令又は実施

（法17）

 患畜等以 ○

外の家畜の

殺処分命令

又 は 実 施

（法17の２

⑤⑥）

 病性鑑定 ○

のための家

畜の死体の

剖検の実施

及び剖検の

ための疑似

患畜の殺処

分（法20①）

 家畜の死 ○ 家畜保

体を病性鑑 健衛生

定又は学術 所長

研究の用に

供する許可

（法21①）

 焼却等の ○

措置に係る

農林水産大

臣及び市町

村長への協

力要請（法

21⑦）

 家畜の死 ○ 家畜保

体又は病原 健衛生

体に汚染し 所長

た物品等を

埋却した土

地の発掘の

許可（法24，

省令32）

 家畜伝染 ○ 家畜保

病の病原体 健衛生

により汚染 所長

し，又は汚

染したおそ

れがある物

品の所在し

た倉庫等の

消毒の命令

又 は 実 施

（法26①③）

 家畜防疫 ○ 家畜保



- 103 -

鹿 児 島 県 公 報 令和６年３月29日（金）第502号の23

員による消 健衛生

毒設備の設 所長

置 の 命 令

（法26⑤）

 家畜伝染 ○

病のまん延

防止のため

の消毒設備

の 設 置 等

（法28の２）

 まん延防 ○ 家畜保

止のための 健衛生

家畜の検査， 所長

注射，薬浴

又は投薬の

実施（法31

①）

 家畜等の ○

移動等の禁

止，停止及

び制限並び

にそれらに

係る告示等

（法32①，

33，34，省

令41，規則

８,９,10）

 家畜伝染 ○

病のまん延

防止のため

にとった措

置の実施状

況に係る農

林水産大臣

への報告及

び関係都道

府県知事へ

の通報（法

35，省令42）

 家畜防疫 ○

官に対する

家畜防疫員

の事務への

従事の指示

（法48）

 他の都道 ○

府県知事に

対する家畜

防疫員の派

遣 の 要 請
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（法48の２

①）

 動物用生 ○ 家畜保

物学的製剤 健衛生

の使用の許 所長

可（法50）

 動物の所 ○ ○ 家畜保

有者等から 健衛生

の報告の徴 所長

収及びそれ

に係る告示

等（法52①，

省令58）

 農林水産 ○

大臣に対す

る評価額の

決定につい

ての意見の

具申並びに

それに係る

評価人の選

定及び意見

の聴取（法

58④⑤）

 検査等の ○ 家畜保

猶予（規則 健衛生

４） 所長

３ 医 薬  医薬品の ○

品，医療 販売業者等

機器等の からの休廃

品質，有 止等の届出

効性及び の処理（法

安全性の 1 9 ， 3 8

確保等に 〔10〕，政

関する法 令80②）

律（昭和  医薬品の ○

35年法律 製造販売業

第145号） の許可の申

の施行に 請書等の経

関する事 由（法21）

務のうち  医薬品等 ○

動物用医 の販売業等

薬品等の の許可の更

取締りに 新の拒否及

関する事 びそれに係

務 る弁明等の

この項 機会の供与

中医薬品， （法24②，

医療機器 39⑥，40の

等の品質， ５⑥，76）
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有効性及  医薬品の ○ 家畜保

び安全性 販売業の許 健衛生

の確保等 可 の 更 新 所長

に関する （法24②）

法 律 を  医薬品の ○

「法」， 販売業の許

医薬品， 可（法24①，

医療機器 26①，30①，

等の品質， 34①，83の

有効性及 ２の３①）

び安全性  配置従事 ○

の確保等 の届出の処

に関する 理（法32）

法律施行  配置従事 ○

令（昭和 者の身分証

36年政令 明書の交付

第11号） （法33①）

を 「 政  高度管理 ○

令」，動 医療機器等

物用医薬 の販売業又

品等取締 は貸与業の

規則（平 許可及び休

成16年農 廃止等の届

林水産省 出 の 処 理

令 第 107 （法39①②，

号 ） を 40①〔10〕）

「省令」  高度管理 ○ 家畜保

という。 医療機器等 健衛生

の販売業又 所長

は貸与業の

許可の更新

（法39⑥）

 管理医療 ○ 家畜保

機器の販売 健衛生

業又は貸与 所長

業の届出の

処理（法39

の３①）

 再生医療 ○

等製品の販

売業の許可

及び休廃止

等の届出の

処理（法40

の５①②，

4 0 の ７

〔10〕）

 再生医療 ○ 家畜保

等製品の販 健衛生

売業の許可 所長
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の更新（法

40の５⑥）

 報告の徴 ○ 家畜保

収，立入検 健衛生

査の実施等 所長

（法69①②

③④⑥）

 医薬品等 ○

の廃棄等の

措置の命令

（法70①）

 廃棄処分 ○ 家畜保

等 の 命 令 健衛生

（法70③） 所長

 医薬品等 ○

の製造販売

業者等に対

する医薬品

等の検査命

令（法71）

 薬局開設 ○

者等に対す

る構造設備

等の改善命

令，業務の

停止命令及

び施設の使

用禁止（法

72③④⑤，

政令80②Ⅱ

Ⅳ③ⅡⅤ④

Ⅱ）

 薬局開設 ○

者，店舗販

売業者又は

配置販売業

者に対する

体制整備命

令（法72の

２①②）

 薬局開設 ○

者等に対す

る管理者等

の変更命令

（法73，政

令80①Ⅳ②

ⅡⅣ③ⅡⅤ

④Ⅱ）

 配置販売 ○

業者の配置
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員による配

置販売又は

配置員の業

務の停止命

令（法74）

 医薬品の ○

販売業等の

許可の取消

し及び業務

の停止命令

（法75①，

政令80①Ⅳ

②ⅡⅣ③Ⅱ

Ⅴ④Ⅱ）

 医薬品等 ○

の製造販売

業者等の許

可の取消し

又は業務の

停止命令を

必要とする

旨 の 通 知

（法75②）

 薬事監視 ○

員 の 任 命

（法76の３

①）

 医薬品販 ○

売業等の許

可証の交付，

書換え交付

及び再交付

（政令44，

45，46①②）

 許可証の ○

回収（政令

46③，47）

 許可台帳 ○

の調整（政

令48）

 医薬品又 ○

は医療機器

の検定申請

書の送付並

びに試験品

の採取及び

送付（政令

59）

 検定結果 ○

の通知等及
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び検定に合

格した医薬

品等に係る

表示の確認

（政令60②，

61②）

 省 令 第 ○

102条 第２

号イ又は第

110条 の３

第１号に掲

げる者と同

等以上の経

験を有する

者 の 認 定

（省令102

Ⅱロ，110

の３Ⅱ）

 動物用医 ○

薬品特例店

舗販売業者

の指定品目

の変更又は

品目の追加

指定（省令

112）

４ 家畜保 家畜保健衛 ○

健衛生所 生所の設置の

法（昭和 届出（法２，

25年法律 省令１）

第12号）

の施行に

関する事

務

この項

中家畜保

健衛生所

法 を

「法」，

家畜保健

衛生所法

施行規則

（昭和25

年農林省

令第29号）

を「省令」

という。

５ 獣医師  診療簿及 ○ 家畜保

法（昭和 び検案簿の 健衛生

24年法律 検査の実施 所長
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第186号） 並びにその

の施行に 結果の農林

関する事 水産大臣へ

務 の報告（法

この項 21③④）

中獣医師  獣医師か ○

法 を らの届出書

「法」， の経由（法

獣医師法 22，省令13

施行規則 ②）

（昭和24

年農林省

令第93号）

を「省令」

という。

６ 獣医療  診療施設 ○ ○ 家畜保

法（平成 の開設の届 健衛生

４年法律 出及び休止， 所長

第46号） 廃止又は届

の施行に 出事項の変

関する事 更 の 処 理

務 （法３，省

この項 令１）

中獣医療  診療施設 ○

法 を の使用の制

「法」， 限，禁止，

獣医療法 修繕等の命

施 行 令 令（法６）

（平成４  報告の徴 ○ ○ 家畜保

年政令第 収及び立入 健衛生

274号 ） 検査の実施 所長

を 「 政 （法８）

令」，獣  獣医療を ○

医療法施 提供する体

行 規 則 制の整備を

（平成４ 図るための

年農林水 計画の決定

産省令第 等（法11，

44号）を 省令21）

「省令」  診療施設 ○ ○ 家畜保

という。 整備計画の 健衛生

認定（変更 所長

の認定を含

む。）及びそ

の 取 消 し

（法14，政

令１，省令

22）

 診療施設 ○

の開設状況
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の農林水産

大臣への報

告

７ 牛海綿  死亡牛の ○ 家畜保

状脳症対 届出の処理 健衛生

策特別措 （法６①， 所長

置法（平 省令２，３）

成14年法  死亡牛の ○ 家畜保

律第70号） 所有者に対 健衛生

の施行に する死亡牛 所長

関する事 の検査命令

務 （法６②）

この項  死亡牛の ○

中牛海綿 検査が実施

状脳症対 不可能な地

策特別措 域 の 認 定

置 法 を （法６②，

「法」， 省令４）

牛海綿状  牛海綿状 ○

脳症対策 脳症の検査

特別措置 に係る協力

法施行規 及びその他

則（平成 必要な協力

14年農林 の依頼（法

水産省令 10②）

第58号）

を「省令」

という。

別表第６河川課の表に次の１項を加える。

10 特定都  特定都市 〇

市河川浸 河川及び特

水被害対 定都市河川

策法（平 流域の指定，

成15年法 変更及び解

律第77号） 除（法３④

の施行に ⑤⑩⑪)

関する事  特定都市 ○

務 河川及び特

この項 定都市河川

中特定都 流域の指定，

市河川浸 変更及び解

水被害対 除について

策 法 を の国土交通

「法」， 大臣との協

特定都市 議（法３⑦

河川浸水 ⑪）

被害対策  特定都市 〇

法施行令 河川及び特

（平成16 定都市河川

年政令第 流域の指定，
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168号 ） 変更及び解

を「政令」 除について

という。 の国土交通

大臣への意

見 の 申 述

（法３⑧⑪）

 特定都市 ○

河川及び特

定都市河川

流域の指定，

変更及び解

除について

の関係市町

村長及び下

水道管理者

からの意見

の聴取（法

３⑨⑪）

 流域水害 ○

対策計画の

策定及び変

更並びにそ

れらの公表

（法４①⑩

⑫）

 流域水害 〇

対策計画の

策定及び変

更について

の国土交通

大臣との協

議（法４④

⑫）

 流域水害 ○

対策計画の

策定及び変

更に係る学

識経験者か

らの意見の

聴取等（法

４⑤⑥⑫）

 流域水害 ○

対策協議会

等 の 設 置

（法６，７）

 雨水浸透 ○

阻害行為の

許可等及び

通知（法32，

36，37）
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 雨水浸透 ○

阻害行為の

工事完了の

検査等（法

38②③）

 雨水貯留 ○

浸透施設の

機能を阻害

するおそれ

のある行為

の許可（法

39③）

 雨水浸透 ○

阻害行為等

の許可に関

する監督処

分及びそれ

に係る公示

等（法41①

②③）

 雨水浸透 ○

阻害行為等

に関する報

告の徴収等

（法43①②）

 基準降雨 ○

の公示（政

令９②）

「 「
別表第６都市計画課の表７の項第６号中 ○ を ○ に改める。

」 」

別表第６建築課の表１の項第１号を次のように改める。

 重要文化財等に対 ○

する規定の適用除外

に係る建築物の指定

及び適用除外の認定

並びにこれらに係る

同意手続（法３①Ⅲ

Ⅳ）

別表第６建築課の表１の項中第131号を第133号とし，第120号から第130号までを２号ずつ繰

り下げ，第119号の次に次の２号を加える。

(120) 既存の建築物の ○ 地域振

敷地と道路の関係に 興局長

係る制限の緩和の承 支庁

認（政令137の12⑥） 長

(121) 既存の建築物に ○ 地域振

係る道路内における 興局長

建築の制限の緩和の 支庁

承認（政令137の12 長

⑦）

別表第６建築課の表13の項を次のように改める。
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13 宅地造  宅地造成 ○

成及び特 等工事規制

定盛土等 区域及び特

規 制 法 定盛土等規

（昭和36 制区域（以

年法律第 下この項中

191号） 「規制区域」

の施行に という。）の

関する事 指定等に必

務 要な基礎調

この項 査の実施及

中宅地造 びその結果

成及び特 の関係市町

定盛土等 村長への通

規制法を 知等（法４）

「法」，  基礎調査 ○

鹿児島県 に係る他人

宅地造成 の土地への

及び特定 立入り及び

盛土等規 それに係る

制法施行 通知等（法

細則（昭 ５）

和37年鹿  土地の試 ○

児島県規 掘等の許可

則第64号） 及びそれに

を「規則」 係る意見申

という。 述の機会の

供与並びに

障害物の伐

除等（法６）

 土地への ○

立入り等に

伴う損失補

償の決定等

（法８）

 規制区域 ○

の指定及び

それに係る

意見の聴取

等（法10①

②④，26①

②④）

 宅地造成， ○

特定盛土等

又は土石の

堆積（以下

こ の 項 中

「宅地造成

等 」 と い
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う。）に関す

る工事の許

可（法12，

30）

 宅地造成 ○

等に関する

工事の協議

についての

決定（法15，

34）

 工事完了 ○

の検査及び

検査済証の

交付（法17，

36）

 中間検査 ○

の実施及び

合格証の交

付（法18，

37）

 宅地造成 ○

等に関する

工事につい

ての状況等

に関する定

期報告の受

理（法19，

38）

 宅地造成 ○

等に関する

工事に係る

監 督 処 分

（法20①②

③④，39①

②③④）

 違法行為 ○

等に対する

代執行及び

それに係る

公告（法20

⑤，39⑤）

 宅地造成 ○

等に関する

工事等の届

出 の 処 理

（法21，40）

 規制区域 ○

内の擁壁の

設置等の勧

告（法22②，
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41②）

 規制区域 ○

内の擁壁等

の改善命令

（法23，42）

 宅地造成 ○

等に関する

工事状況の

立入検査の

実施（法24，

43）

 工事状況 ○

についての

報告の徴取

（法25，44）

 特定盛土 ○

等又は土石

の堆積に関

する工事の

届出の処理

（法27）

 特定盛土 ○

等又は土石

の堆積に関

する工事計

画の変更の

届出の処理

（法28）

 試掘等許 ○

可証の交付

（規則２②）

 工事概要 ○

等の変更許

可（規則４）

 名義変更 ○

等の届出の

処理（規則

５）

 擁壁の設 ○

置に代わる

措置として

の工法の承

認（規則６

Ⅲ）

 擁壁等の ○

工程検査の

実施（規則

10）

 工事の一 ○

部完了検査
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の実施（規

則11）

 届出工事 ○

の変更届の

処理（規則

12）

別表第６建築課の表17の項事務の種類の欄を次のように改める。

17 建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

（平成27

年法律第

53号）の

施行に関

する事務

この項

中建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

を「法」，

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

等に関す

る法律施

行令（平

成28年政

令第８号

を 「 政

令」，建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律施行

規則（平

成28年国

土交通省

令第５号）

を「省令」

という。

別表第６建築課の表17の項第11号中「３⑦⑧」を「３⑧⑨」に改め，同項第12号中「３⑨」
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を「３⑩」に改め，同項第13号中「30①，31①」を「35①，36①」に改め，同項第14号中「30

③，31②」を「35③，36②」に改め，同項第15号中「32」を「37」に改め，同項第16号中「33」

を「38」に改め，同項第17号中「34」を「39」に改め，同項第18号中「36②」を「41②」に改

め，同項第19号中「37」を「42」に改め，同項第20号中「38①」を「43①」に改め，同項第21

号を第22号とし，第20号の次に次の１号を加える。

 重要文化財等に対 ○ 地域振

する法の適用除外の 興局長

認定（政令６②ⅣⅤ） 支庁

長

附 則

この規則は，令和６年４月１日から施行する。


